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【
要
約
】
　
敦
燈
・
吐
魯
番
出
土
文
書
な
ど
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
肥
代
中
国
の
土
地
表
示
法
は
、
農
地
に
つ
い
て
は
県
・
郷
・
里
な
ど
の
行
政
単
位
や
村
・

渠
な
ど
の
固
有
名
詞
で
そ
の
所
在
を
示
し
、
四
二
を
記
載
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
境
域
を
確
定
す
る
の
が
一
般
的
で
あ
り
、
州
県
城
な
ど
か
ら
の
方
向

と
距
離
が
加
え
ら
れ
る
こ
と
も
多
か
っ
た
。
都
城
や
州
県
城
な
ど
の
市
街
地
に
お
い
て
は
、
逐
一
固
有
名
詞
が
付
さ
れ
た
坊
名
に
よ
っ
て
褒
示
し
、
さ
ら

に
そ
の
内
部
を
角
・
隅
・
門
・
十
字
街
な
ど
か
ら
の
方
位
で
示
す
も
の
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
日
本
の
都
城
で
は
、
平
城
京
に
お
い
て
、
藤
原
京
と
は

異
な
っ
て
、
画
一
的
な
坊
を
数
詞
で
表
示
し
、
さ
ら
に
そ
の
内
部
も
ま
た
数
詞
の
坪
で
表
示
す
る
シ
ス
テ
ム
が
採
用
さ
れ
て
お
り
、
平
安
京
で
は
こ
の
よ

う
な
条
坊
呼
称
法
や
勢
と
そ
の
内
部
の
区
画
な
ど
が
さ
ら
に
完
全
に
画
一
化
さ
れ
、
数
詞
に
よ
る
表
示
も
「
町
」
内
に
ま
で
及
ん
で
い
る
。
こ
の
よ
う
な

機
械
的
な
数
詞
に
よ
る
条
坊
呼
称
法
の
導
入
・
成
立
プ
ロ
セ
ス
は
先
に
解
明
し
た
条
里
呼
称
法
の
そ
れ
と
類
似
し
て
お
り
、
い
ず
れ
も
重
代
の
一
般
的
土

地
表
示
法
と
は
全
く
異
な
る
。
日
本
に
お
け
る
数
詞
に
よ
る
統
一
的
・
機
械
的
な
条
坊
呼
称
法
と
条
里
呼
称
法
は
、
中
国
か
ら
直
輸
入
し
て
そ
の
ま
ま
適

用
し
た
シ
ス
テ
ム
で
は
な
く
、
八
世
紀
以
後
の
日
本
の
現
実
に
対
応
し
つ
つ
、
次
第
に
完
成
度
を
高
め
て
い
っ
た
も
の
で
あ
る
。
都
城
の
北
内
の
表
示
を

別
と
す
れ
ば
、
条
坊
呼
称
法
の
方
が
条
里
呼
称
法
の
条
里
プ
ラ
ン
へ
の
導
入
に
先
行
し
て
い
る
こ
と
は
確
実
で
あ
る
が
、
条
里
プ
ラ
ン
の
里
の
区
画
は
、

こ
れ
と
は
別
に
和
銅
年
間
に
お
け
る
垂
足
尺
の
変
更
後
の
距
離
の
一
里
を
基
準
と
し
て
設
定
さ
れ
た
可
能
性
に
つ
い
て
も
検
討
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
　
六
六
巻
三
号
　
一
九
八
三
年
五
月

視
角
と
目
的

律
令
期
の
洋
本
に
お
け
る
土
地
計
薗
を
特
徴
付
け
た
の
は
、
都
城
・
条
里
な
ど
に
代
表
さ
れ
る
方
格
プ
ラ
ン
で
あ
っ
た
。
碁
盤
扇
状
の
街
路
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網
あ
る
い
は
索
溝
網
に
よ
っ
て
土
地
の
区
画
を
行
な
い
、
例
え
ば
平
城
京
で
臆
「
左
京
七
條
二
坊
十
四
坪
」
、
大
和
国
で
は
「
出
辺
郡
七
條
三

里
二
十
四
坪
」
と
い
っ
た
よ
う
に
、
一
定
の
シ
ス
テ
ム
に
従
っ
て
区
画
に
数
詞
を
付
し
て
土
地
を
表
示
し
た
。

　
後
者
の
よ
う
な
表
示
法
す
な
わ
ち
条
里
呼
称
法
は
、
一
町
（
約
｝
〇
九
メ
ー
ト
ル
）
方
響
の
条
里
地
割
と
共
に
、
近
畿
地
方
を
は
じ
め
開
発
の

古
い
主
要
な
平
野
部
に
お
い
て
広
く
使
用
さ
れ
た
。
国
に
よ
っ
て
呼
称
体
系
に
若
干
の
差
異
は
あ
る
も
の
の
、
一
町
四
方
の
区
画
三
十
六
個
か

ら
な
る
六
町
四
方
を
里
と
称
し
、
そ
の
内
部
に
一
ノ
坪
～
三
十
六
ノ
坪
の
坪
並
を
付
す
例
が
多
く
、
ま
た
里
の
列
の
｝
方
を
条
、
｝
方
を
里
と

し
て
郡
ご
と
に
一
定
の
方
向
に
数
詞
で
数
え
る
の
が
典
型
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
之
の
よ
う
な
統
一
的
・
機
械
的
な
土
地
表
示
法
は
、
一
町
方

格
の
画
一
的
、
・
規
則
的
な
土
地
区
画
と
あ
い
ま
っ
て
、
条
里
プ
ラ
ン
の
展
開
と
定
着
に
大
き
な
役
割
を
果
し
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
こ
の
条
里
呼
称
法
の
導
入
は
、
一
町
方
格
の
地
割
す
な
わ
ち
条
里
地
割
の
施
行
と
必
ず
し
も
同
時
で
は
な
く
、
国
に
よ
っ
て
遅

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

速
が
あ
る
も
の
の
、
ほ
ぼ
八
世
紀
中
頃
の
こ
と
で
あ
る
こ
と
を
先
に
明
ら
か
に
し
た
。
条
里
地
割
の
施
行
の
起
源
や
、
班
田
開
始
の
時
点
よ
り
、

は
る
か
に
後
に
な
っ
て
条
里
呼
称
法
が
導
入
さ
れ
て
条
里
プ
ラ
ン
が
完
成
し
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
以
前
に
お
け
る
土
地
表
示
が
一
町
方
格
の
地

割
に
対
応
し
た
小
字
地
名
的
名
称
に
よ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
例
が
多
い
こ
と
も
同
時
に
指
摘
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
条
里
プ
ラ
ン
の
こ
の
よ
う

な
完
成
の
プ
ロ
セ
ス
に
お
け
る
条
里
呼
称
法
の
導
入
の
意
義
や
機
能
、
あ
る
い
は
完
成
・
定
着
・
崩
壊
の
プ
ロ
セ
ス
に
お
け
る
小
字
地
名
も
し

く
は
小
字
地
名
的
名
称
の
発
生
・
再
編
な
ど
に
つ
い
て
も
考
察
を
め
ぐ
ら
し
た
。
し
か
し
、
条
里
呼
称
法
そ
の
も
の
の
由
来
に
つ
い
て
は
全
く

ふ
れ
得
な
か
っ
た
。
小
稿
の
鼠
的
は
、
八
世
紀
の
中
頃
に
導
入
さ
れ
た
新
し
い
土
地
表
示
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
条
黒
呼
称
法
の
起
源
や
特
性
に
つ

い
て
検
討
を
試
み
る
こ
と
に
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
八
世
紀
前
半
頃
の
日
本
の
基
本
法
で
あ
っ
た
大
宝
律
令
は
唐
の
永
徽
律
令
を
基
準
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る

の
を
は
じ
め
・
階
唐
の
馨
を
継
受
す
る
こ
と
に
よ
そ
・
呆
の
律
令
体
量
成
立
し
た
も
の
で
あ
・
た
こ
と
は
・
中
田
勲
滝
川
政
次
胸

・
穽
愚
・
利
光
三
津
和
曾
我
部
静
恥
池
島
鼻
聾
光
熱
吉
瑞
・
押
蓋
説
得
脅
の
先
学
に
・
・
て
詳
説
さ
れ
て
い
る
と
・

ろ
で
あ
り
、
周
知
の
と
こ
ろ
で
あ
る
。
条
里
プ
ラ
ン
や
都
城
プ
ラ
ン
に
つ
い
て
も
、
そ
の
原
型
が
中
国
に
求
め
ら
れ
る
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
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疑
が
さ
し
は
さ
ま
れ
た
こ
と
が
な
い
。

　
そ
こ
で
、
小
稿
に
お
い
て
も
唐
代
を
中
心
と
し
た
中
国
の
土
地
表
示
法
に
関
す
る
初
歩
的
な
整
理
を
試
み
る
こ
と
か
ら
始
め
た
い
。
律
令
期

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

の
土
地
計
画
に
関
連
の
深
い
戸
令
・
田
令
に
つ
い
て
は
、
唐
令
と
日
本
令
に
そ
れ
ぞ
れ
対
応
す
る
部
分
が
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
が
、

そ
の
日
本
令
に
定
め
ら
れ
た
班
田
各
論
の
法
と
条
里
呼
称
法
と
が
直
結
し
た
も
の
で
な
か
っ
た
こ
と
が
判
明
し
た
以
上
、
そ
れ
ら
の
法
令
の
対

比
と
は
別
に
土
地
表
示
法
そ
の
も
の
の
対
比
・
検
討
を
試
み
る
こ
と
も
、
考
察
の
最
初
の
段
階
に
お
い
て
必
要
な
手
続
き
の
一
つ
と
考
え
る
か

ら
で
あ
る
。

　
①
　
金
田
章
裕
　
　
「
条
里
プ
ラ
ン
と
小
字
地
名
」
　
（
『
人
文
地
理
』
三
四
一
三
）
、
一
　
　
　
　
　
｝
九
七
六
年

　
　
九
八
二
年
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧
井
上
光
貞
「
日
本
律
令
の
成
立
と
そ
の
注
釈
書
」
（
井
上
・
関
・
土
田
・
青

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
“
“
、
三

②
　
中
田
薫
　
　
『
法
制
史
論
集
』
第
…
巻
、
…
九
ニ
プ
奪

⑧
　
滝
川
政
次
郎
　
　
『
律
令
の
研
究
』
直
江
書
院
、
一
九
三
一
年

④
仁
井
田
陞
欄
唐
令
拾
遺
』
東
大
出
版
会
、
一
九
三
三
年

⑤
　
利
光
三
津
夫
　
　
『
律
令
及
び
令
制
の
研
究
』
明
治
書
院
、
一
九
五
九
年

⑥
曾
我
都
静
雄
『
律
令
を
中
心
と
し
た
日
中
関
係
史
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、

　
一
九
六
八
年

⑦
、
池
田
温
　
　
「
唐
律
令
の
継
受
を
め
ぐ
っ
て
」
　
（
『
日
本
思
想
大
系
月
報
』
五
五
）

二
　
唐
代
の
方
格
地
割
と
土
地
表
示
法

　
木
『
律
”
ム
¶
』
陶
石
波
書
店
、
所
収
）
　
一
九
七
山
ハ
年

⑨
吉
田
孝
「
日
本
に
お
け
る
唐
賦
役
令
の
継
受
－
無
徳
条
を
中
心
と
し
て

　
I
l
」
（
唐
代
史
研
究
三
編
『
中
国
律
令
欄
と
そ
の
展
開
一
周
辺
諸
国
へ
の
只
働

　
を
含
め
て
一
』
）
、
一
九
七
九
年

⑩
押
部
佳
周
『
日
本
律
令
成
立
の
研
究
』
塙
書
房
、
…
九
八
一
年

⑪
前
掲
④
お
よ
び
、
井
上
光
貞
・
関
晃
・
土
田
直
鋲
・
青
木
和
夫
『
律
令
（
日
本

　
思
想
大
系
3
）
』
岩
波
諮
店
、
一
九
七
六
年

　
，
A
　
方
格
地
割
に
つ
い
て

　
中
国
に
は
、
古
く
か
ら
庭
藤
地
割
制
度
も
し
く
は
そ
の
理
念
が
存
在
し
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
最
も
代
表
的
な
も
の
が
井
田

制
で
あ
り
、
　
『
孟
子
』
縢
文
公
章
句
上
に
「
方
里
而
井
、
井
九
百
畝
懐
中
爲
公
田
、
八
家
皆
私
百
畝
、
同
養
公
田
」
と
あ
り
、
　
『
周
礼
』
地
官

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①
　
　
　
　
　
　
②

小
司
徒
に
「
九
夫
爲
井
、
四
井
爲
邑
、
四
邑
三
思
」
と
あ
る
こ
と
な
ど
が
主
要
な
典
拠
で
あ
っ
た
。
小
川
琢
治
・
米
倉
二
郎
の
視
点
を
再
検
討

3 （301）
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則
的
な
配
列
す
な
わ
ち
方
格
地
割
の
存
在
を
推
定
さ
せ
る
も
の
で
あ
り
、

こ
ろ
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
唐
子
に
お
け
る
方
格
地
割
の
存
在
を
直
接
示
す
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
一
旦
施
行
さ
れ
た
土
地
区
画
や
径
溝
が
継

続
し
、
踏
襲
さ
れ
る
場
合
が
多
い
こ
と
、
ほ
本
玉
の
班
田
制
が
方
格
地
割
と
深
く
関
連
し
て
い
た
と
推
定
さ
れ
る
よ
う
に
、
唐
津
の
均
田
制
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

背
後
に
も
類
似
の
方
格
地
割
を
想
定
す
る
方
が
考
え
易
い
と
い
っ
た
と
こ
ろ
が
一
般
的
な
理
解
の
よ
う
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

　
敦
煙
・
出
塁
番
出
土
文
書
に
よ
っ
て
、
池
田
温
は
さ
ら
に
具
体
的
に
「
計
画
的
区
画
割
り
」
を
推
定
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
吐
魯
番
出
土
の

西
魏
計
帳
様
文
書
に
記
載
さ
れ
た
各
戸
の
已
受
田
は
、
麻
田
・
正
田
と
も
に
ほ
ぼ
五
畝
・
一
〇
畝
・
二
〇
畝
と
い
っ
た
規
格
的
な
面
積
と
な
つ

　
　
　
　
　
　
　
③

し
つ
つ
、
水
津
一
朗
は
さ
ら
に
、
　
『
周
礼
』
地
官
遂
人
に
あ
る
「
夫
間
有
遂
、
遂
上
有
径
、

十
二
有
溝
、
溝
上
聴
診
、
百
夫
有
演
、
上
上
有
徐
」
お
よ
び
「
五
家
爲
都
　
五
郷
爲
里
、

四
里
爲
蜘
」
・
と
い
っ
た
規
定
か
ら
二
種
の
旧
格
地
割
を
推
定
し
、
そ
の
十
代
十
階
へ
の
転

換
過
程
を
も
推
定
し
た
。
こ
の
よ
う
な
検
討
の
一
方
で
、
十
万
分
の
一
地
形
図
に
よ
っ
て
、

大
行
山
脈
東
南
部
を
は
じ
め
各
地
に
方
格
地
割
の
遺
構
と
推
定
さ
れ
る
も
の
を
検
出
し
て

い
る
。
横
代
の
野
阻
と
は
、
　
『
漢
書
』
巻
二
十
四
、
食
貨
志
第
四
に
「
及
芸
子
公
用
商
君
、

壊
井
田
、
開
愈
愈
」
と
あ
り
、
ま
た
『
史
記
』
巻
六
十
八
、
商
工
列
伝
第
八
に
「
凡
三
十

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④
　
　
　
　
　
　
　
⑥

一
々
魚
田
、
開
降
阻
魑
魅
」
と
あ
る
も
の
で
、
他
に
木
村
正
雄
・
米
田
賢
次
郎
・
楠
山
修

⑥
　
　
　
　
⑦

作
・
古
賀
登
な
ど
の
各
説
が
あ
っ
て
必
ず
し
も
一
致
し
て
は
い
な
い
も
の
の
、
い
ず
れ
も

方
格
地
割
そ
の
も
の
の
存
在
を
認
め
て
い
る
こ
と
は
共
通
し
て
い
る
。

　
一
方
、
　
『
水
薬
注
』
巻
十
、
濁
潭
水
に
「
號
天
井
堰
、
二
十
里
中
作
十
二
壌
、
壇
相
去

三
百
歩
、
令
互
相
舞
注
、
一
寺
分
爲
十
二
流
、
皆
懸
水
門
」
と
あ
る
記
述
も
ま
た
燈
の
規

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧
　
　
　
⑨
　
　
　
⑳

　
　
　
　
　
　
　
　
好
並
隆
司
・
水
津
・
米
田
等
に
よ
っ
て
検
討
が
加
え
ら
れ
て
い
る
と
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鷹代中国および律令期臼本における土地表示法（金田）

て
い
る
こ
と
、
如
意
元
年
（
六
九
二
）
の
い
く
つ
か
の
鳶
頭
牒
に
記
載
さ
れ
た
地
段
の
場
合
も
二
野
博
四
畝
と
い
っ
た
例
が
多
い
こ
と
、
さ
ら
に

こ
れ
ら
の
四
型
の
記
載
か
ら
、
ほ
ぼ
規
則
的
な
音
画
を
想
定
し
て
配
置
を
推
定
し
て
特
に
矛
盾
が
生
じ
な
い
こ
と
、
な
ど
が
そ
の
根
拠
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

　
敦
燵
の
九
世
紀
後
期
～
十
世
紀
頃
と
推
定
さ
れ
る
某
戸
の
宅
舎
田
園
図
は
第
1
図
の
如
き
も
の
で
あ
る
。
一
応
方
形
の
土
地
区
画
を
描
い
て

い
る
こ
と
に
は
注
意
し
て
お
き
た
い
。
や
は
り
敦
煤
出
土
の
文
書
に
、
計
一
四
筆
の
土
地
の
面
積
を
各
区
画
の
東
西
・
南
北
の
長
さ
に
よ
っ
て

　
　
　
　
　
⑱

示
し
て
い
る
例
が
あ
る
こ
と
か
ら
み
て
も
、
碁
盤
目
状
で
あ
る
か
否
か
を
別
と
す
れ
ば
、
方
形
の
土
地
区
圏
で
あ
っ
た
こ
と
だ
け
は
間
違
い
の

な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
詳
細
な
検
討
が
十
分
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
も
の
の
、
唐
代
に
お
い
て
も
方
格
地
割
が
存
在
し
た
可
能
性
は
大
き
い
と
い

わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
も
、
長
安
城
・
洛
陽
城
の
両
京
が
典
型
的
な
方
格
プ
ラ
ン
の
都
市
で
あ
っ
た
こ
と
は
周
知
の
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
B
　
敦
燈
出
土
文
書
に
お
け
る
土
地
表
示
法
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

　
唐
代
の
敦
煙
は
沙
州
と
し
て
徽
爆
・
寿
昌
の
二
尊
を
等
し
、
寿
昌
が
郷
で
あ
っ
た
天
宝
混
載
（
七
五
〇
）
に
は
徽
燥
県
に
十
三
郷
が
属
し
て
い

⑮た
。
そ
の
う
ち
の
効
穀
郷
の
戸
籍
に
は
、
受
田
の
状
況
を
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

　
ω
　
周
大
足
元
年
（
七
〇
一
）
沙
州
轍
燥
縣
効
穀
郷
籍

　
　
芦
主
郡
認
壽
潭
拾
陸
歳
　
白
丁
　
課
戸
見
輸
女

　
　
　
　
　
（
中
略
）

　
　
三
鷹
受
田
萱
傾
参
拾
萱
畝

　
　
　
　
　
　
　
八
十
七
畝
未
受

　
　
一
段
陸
畝
永
業
　
城
東
舟
里
爾
支
渠
　
東
宋
孝
行
西
郡
娑
　
南
墨
継
貴
北
荒

　
　
　
　
　
（
下
略
）

す
な
わ
ち
、
一
筆
ご
と
に
、
④
面
積
、
＠
二
業
・
口
分
・
賜
田
等
の
別
、
◎
州
県
城
か
ら
の
距
離
、
㊥
水
源
と
な
る
校
名
、
㊧
周
囲
を
画
す
る
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動

四
至
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
土
地
表
示
は
、
州
県
城
か
ら
の
距
離
と
渠
名
お
よ
び
四
至
に
よ
っ
て
示
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
よ
う
な

様
式
は
少
し
前
の
酉
魏
の
計
帳
様
文
書
に
お
い
て
も
次
の
よ
う
に
基
本
的
に
は
変
ら
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
憩

　
②
　
大
統
コ
ニ
年
（
五
四
七
）
計
帳
様
文
書

　
　
一
段
十
畝
　
麻
　
舎
酉
五
歩
　
東
至
舎
、
西
至
渠
、
南
至
廣
世
、
北
至
地
墨
孤

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

前
掲
ω
と
異
な
る
の
は
、
受
田
の
種
別
名
が
麻
田
・
正
田
と
な
っ
て
い
る
こ
と
、
距
離
が
州
県
城
を
基
準
と
せ
ず
に
「
舎
」
か
ら
示
さ
れ
て
い

る
こ
と
、
渠
名
が
な
い
こ
と
な
ど
で
あ
る
。

　
戸
籍
・
計
帳
類
で
な
い
文
書
に
お
い
て
も
、
土
地
表
示
法
は
同
様
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
③
　
周
聖
暦
二
年
（
六
九
九
）
三
月
緻
煉
…
縣
検
校
螢
田
人
等
牒

　
　
平
康
郷

　
　
　
司
馬
地
一
段
十
四
畝
城
北
三
里
宋
渠
、
東
渠
、
西
渠
、
高
鷲
、
北
張
住

　
　
　
　
　
右
件
地
平
康
郷
人
宋
懐
道
種
饗

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

r
ω
　
周
聖
暦
二
年
前
後
緻
焼
縣
勲
蔭
田
簿

　
「
三
段
伍
畝
勲
田
　
城
南
柴
里
陽
開
渠
、
東
郷
仁
西
郷
仁
、
南
渠
、
北
道

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
⑤
・
大
中
六
年
（
八
五
二
）
一
〇
月
二
七
日
以
後
沙
州
僧
張
月
光
父
子
廻
博
田
地
鳥

　
　
宜
秋
平
都
南
緊
緊
遡
舎
地
道
池
井
水
、
計
試
拾
伍
畝
、
薦
僧
呂
智
通
孟
授
惹
同
渠
地
相
畦
共
勲
記
敵
雨
装
、
瀕
姪
調
陰
湿
野
縢
渠
踊
擬
蝦
魏
児
轍

　
　
礪

㈲
は
欠
職
官
の
地
に
つ
い
て
の
里
正
の
牒
、
ω
は
勲
田
・
蔭
田
を
列
挙
し
た
簿
、
⑤
は
園
舎
・
車
道
・
井
水
・
田
地
等
の
交
換
文
書
で
あ
る
が
、

い
ず
れ
も
旧
名
で
お
お
よ
そ
の
位
置
を
示
し
、
詳
細
は
四
四
で
表
示
す
る
様
式
と
な
っ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

・
こ
の
ほ
か
、
山
本
達
郎
が
発
墨
発
見
の
芦
制
・
田
制
関
係
文
書
と
し
て
列
挙
し
た
も
の
の
中
に
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
以
上
の
例
と
は
や
蕊
異
な
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玉代中圏および律令期日本における土地表示法（金田）

る
土
地
表
示
の
タ
イ
プ
が
み
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
⑥
　
雍
㌍
熈
二
年
（
九
八
五
）
沙
州
郡
・
永
興
等
戸
口
受
田
簿

　
　
都
受
田
　
請
南
沙
楊
開
河
上
界
地
壷
畦
参
浦
　
東
西
三
幅
佳
子
、
南
至
窪
田
、
北
至
言

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

　
⑦
、
九
世
紀
前
半
沙
州
諸
戸
口
数
地
畝
計
簿

　
　
董
光
順
十
口
六
十
一
畝
廿
五
畦
辛
渠
　
滞
畝
十
　
九
畦
陽
開
渠
、
計
一
頃

　
⑧
　
沙
州
諸
渠
諸
人
粟
田
・
南
地
畝
目

　
　
　
（
第
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
第
）

　
　
大
弟
一
渠
斐
衛
子
粟
田
南
申
半
（
中
略
）
小
弟
一
呉
保
召
南
半
弓

　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
的
　
（
地
段
丈
量
文
書
）

　
（

　
　
薗
後
地
東
西
二
十
歩
［
口
目
］
歩
計
三
百
歩
又
地
東
西
二
十
九
歩
半
南
北
十
歩
半
計
三
百
一
十
歩

　
⑩
　
沙
州
諸
渠
諸
僧
・
官
等
菜
園
目

　
　
　
（
第
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
第
）

　
　
大
弟
一
金
唐
閣
梨
苛
薗
馬
定
徳
苛
園
（
中
略
）
小
弟
一

⑥
は
受
田
の
所
在
地
名
を
示
し
た
上
で
田
土
の
畦
数
と
面
積
を
記
し
て
そ
の
霜
曇
を
示
し
、
⑦
は
戸
主
ご
と
に
戸
口
数
を
示
し
、
そ
の
照
土
面

積
、
富
船
を
渠
ご
と
に
ま
と
め
て
記
し
て
い
る
。
⑧
も
ま
た
粟
漬
の
所
在
を
渠
ご
と
に
ま
と
め
た
上
で
人
名
ご
と
に
面
積
を
示
し
て
お
り
、
0
0

の
場
合
に
も
基
本
的
に
は
⑧
と
同
様
で
あ
る
が
、
面
積
は
な
い
。
⑨
は
土
地
の
一
筆
ご
と
に
東
西
・
南
北
幅
と
面
積
を
記
し
た
も
の
で
あ
る
。

㈲
～
α
Φ
は
い
ず
れ
も
均
田
制
崩
壊
以
後
の
も
の
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
唐
末
～
宋
代
に
下
る
時
期
の
も
の
で
あ
る
。
田
代
の
事
例
と
は
多
少
異

な
っ
て
い
る
表
記
例
で
は
あ
る
が
、
や
は
り
、
基
本
的
に
渠
名
も
し
く
は
命
名
に
四
至
等
を
加
え
る
形
で
土
地
表
示
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
に

注
意
し
て
お
き
た
い
。
渠
名
の
中
に
は
大
第
一
渠
・
小
第
一
渠
と
い
っ
た
数
詞
を
使
用
し
た
も
の
も
み
ら
れ
る
が
、
．
他
が
固
有
名
詞
で
あ
る
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

と
か
ら
す
れ
ば
、
こ
れ
を
数
詞
に
よ
る
一
定
の
土
地
表
示
シ
ス
テ
ム
に
直
結
さ
せ
る
の
は
困
難
で
あ
る
。
ま
た
次
の
よ
う
な
例
も
あ
る
が
、
こ

れ
も
同
様
で
あ
る
。
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⑳

　
⑪
　
（
土
地
売
買
文
書
）

　
　
三
秋
十
里
西
友
地
回
三
共
三
三
拾
畝
腋
樋
醐
藤
蒲
～

こ
れ
は
、
前
掲
⑤
と
共
に
宜
秋
渠
に
か
か
わ
る
も
の
と
思
わ
れ
、
詳
細
は
不
明
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
の
「
十
里
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

可
能
性
が
高
い
と
思
わ
れ
る
。

　
C
　
吐
三
番
出
土
文
書
に
お
け
る
土
地
表
示
法

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

　
吐
魯
番
盆
地
も
唐
代
に
は
芸
州
と
し
て
唐
に
属
し
、
高
昌
（
前
庭
）
・
柳
中
・
交
河
・
蒲
昌
・
天
山
の
五
県
を
塾
し
て
い
た
。

多
数
の
唐
代
の
文
書
が
出
土
し
て
い
る
が
、
戸
籍
や
田
籍
で
は
次
の
よ
う
な
土
地
表
示
法
と
な
っ
て
い
る
。

　
ω
　
西
州
高
昌
縣
籍
…

　
　
一
段
二
畝
永
業
常
田
城
西
十
里
武
城
渠
東
張
懐
徳
論
至
渠
　
南
劉
春
海
北
田
海
護

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

　
②
　
開
発
四
年
（
七
一
六
）
西
州
柳
中
縣
高
寧
郷
籍

　
　
萱
段
壷
畝
永
業
酬
椥
城
西
参
里
　
東
三
相
西
董
懐
　
南
薦
青
　
北
白
露

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

　
㈲
　
開
元
二
九
年
（
七
四
一
）
前
後
西
州
高
昌
縣
退
田
簿
及
有
関
文
書

（d）　（e）　（b）　（a㈲

壷
段
壷
畝
永
業
部
田
城
西
捌
里
白
渠
　
東
至
渠
　
西
水
田
　
南
岳
父
羅
　
北
司
空

萱
段
壷
畝
永
業
翻
卵
城
西
拾
里
　
東
張
斌
　
西
水
田
　
南
至
塞
　
北
至
渠

圃
段
壼
畝
永
業
翻
棚
城
西
拾
里
南
魯
鳩
　
東
苑
霊
鑑
　
西
至
渠
　
南
至
渠
　
北
至
適

回
張
師
訓
剰
退
壷
段
雷
雲
永
業
鎧
捌
城
東
難
拾
里
柳
霊
祭
　
東
至
渠
　
西
至
渠
　
南
渠
住

　
（
中
略
）

萱
段
試
畝
永
業
鋤
梛
城
菓
戴
拾
里
高
寧
日
　
回
廊
荒
　
西
面
荒
　
南
至
隠
　
［

　
（
中
略
）

北
至
道

は
距
離
を
示
す

吐
魯
番
か
ら
も
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唐代中國および律令期日本における土地表示法（金田）

　
　
　
　
（
慕
）

　
　
q
り
　
暮
義
里

ω
・
②
は
敦
爆
出
土
文
書
の
B
ω
・
②
と
基
本
的
に
同
様
で
あ
り
、
一
筆
ご
と
に
④
面
積
、
＠
地
種
、
⑳
州
県
城
か
ら
の
距
離
、
㊥
渠
名
、
㊥

四
至
を
示
す
の
が
一
定
の
様
式
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
②
に
は
書
名
が
な
い
。
r
㈲
の
退
田
文
書
で
も
同
様
で
あ
る
が
、
ω
の
よ
う
に
郷
の

下
の
曲
名
ま
で
記
し
て
い
る
こ
と
、
㈲
の
よ
う
に
渠
名
が
な
い
も
の
、
㈲
・
⑥
の
よ
う
に
「
鳩
・
城
」
な
ど
を
記
し
て
い
る
も
の
、
④
の
よ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
磯
　
　
　
　
　
　
⑰
　
　
　
　
　
⑳

に
隣
接
県
に
所
在
す
る
も
の
な
ど
の
例
が
知
ら
れ
る
。
㈲
・
㈲
の
よ
う
な
例
の
ほ
か
に
も
、
　
「
新
興
細
細
演
」
、
　
「
土
欝
部
」
、
　
「
屯
亭
」
　
「
寧

戎
苦
具
谷
」
な
ど
の
名
称
が
㊥
の
渠
名
に
代
わ
っ
て
記
さ
れ
て
い
る
場
合
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
は
給
田
文
書
に
も
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
で

あ
る
。

　
以
上
の
ほ
か
、
次
の
よ
う
な
様
式
の
文
書
に
も
土
地
表
示
の
例
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
ω
　
唐
代
欠
田
文
書

　
　
寧
昌
郷

　
　
　
　
　
（
中
略
）

　
　
　
康
大
智
紅
町
欧
薦
田
二
畝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
⑤
　
周
天
授
二
年
（
六
九
一
）
西
州
高
昌
縣
諸
堰
頭
等
申
青
苗
畝
数
佃
人
腺

　
　
㈲
　
□
渠
第
一
堰
≧
康
阿
戦

　　

@　

o
奮
捌
畝
半
歎
鋤

　
　
㈲
　
□
象
第
十
三
堰
≧
頭
康
力
相

　
　
　
　
　
　
　
　
　
お

　
　
　
　
　
「
倒
進
通
颪
畝
自
佃

　
　
　
　
　
（
中
略
）

　
　
㈲
　
索
渠
第
四
堰
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⑫

　
⑥
　
周
如
意
元
年
（
六
九
二
）
西
州
高
昌
縣
諸
堰
頭
等
申
青
苗
畝
数
佃
人
腺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
戎

　
　
㈲
　
張
子
仁
田
試
畝
佃
人
趙
孤
諾
　
東
白
赤
奴
　
西
道
　
南
渠
　
北
縣
令

　
　
㈲
焦
オ
感
煎
畝
薦
東
竹
住
≧
西
焦
感
南
康
父
師
北
渠

ω
は
欠
田
を
郷
ご
と
に
、
黙
思
鯛
に
列
記
し
た
一
覧
で
あ
り
、
⑤
㈲
・
㈲
、
⑥
㈲
・
㈲
は
周
藤
吉
之
が
佃
人
文
書
の
様
式
を
整
理
し
て
描
出
し

　
　
　
　
　
　
　
⑬

た
も
の
四
種
で
あ
る
。
一
筆
ご
と
の
土
地
の
所
在
を
表
記
し
て
い
る
の
は
⑥
㈲
・
㈲
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
四
至
の
み
で
示
し
て
い
る
。
⑤
で

は
撃
発
お
よ
び
索
渠
に
お
い
て
堰
に
数
詞
を
付
し
て
い
た
例
が
知
ら
れ
る
。
明
確
に
順
に
番
号
を
付
し
て
い
る
と
い
う
点
で
は
、
管
見
に
お
け

る
わ
ず
か
な
例
で
あ
る
が
、
対
象
は
堰
で
あ
る
こ
と
に
注
意
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
も
、
同
文
書
の
他
の
例
を
は
じ
め
堰
も
や
は
り

固
有
名
詞
で
表
現
さ
れ
て
い
る
の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。
吐
賢
島
で
も
、
敦
煙
と
同
様
に
土
地
の
表
示
は
基
本
的
に
渠
名
と
四
至
に
よ
っ
て
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

り
、
さ
ら
に
確
実
を
期
す
場
合
に
州
県
城
か
ら
の
距
離
な
ど
を
加
え
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

　
渠
名
で
土
地
を
表
示
す
る
こ
と
は
唐
代
以
前
に
お
い
て
も
行
な
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
り
、
例
え
ば
次
の
よ
う
な
例
が
み
ら
れ
る
こ
と
を
加

え
て
お
き
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
～
）
　
　
⑮

　
⑨
　
高
昌
延
昌
廿
四
年
（
五
八
四
）
二
月
七
日
、
道
人
三
三
三
田
契

　
　
　
　
　
（
？
）
従
　
　
　

（
暇
）

　
　
道
人
智
賢
、
目
田
阿
□
泉
邊
、
夏
南
渠
　
常
田
一
畝
、
交
与
銀
銭
五
文
銭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
、

　
D
　
敦
燦
・
吐
三
番
以
外
の
土
地
表
示
例

　
敦
煙
も
吐
魯
番
も
、
唐
言
に
は
そ
の
版
図
に
含
ま
れ
て
お
り
、
前
者
は
二
等
を
激
す
る
沙
州
、
後
者
は
五
県
を
叛
す
る
豪
州
と
し
て
、
土
地

制
度
上
も
そ
の
法
制
下
に
あ
っ
た
。
均
田
制
下
に
あ
っ
た
こ
と
も
、
実
施
状
況
な
ど
の
細
部
を
別
に
す
れ
ば
へ
前
掲
の
事
例
か
ら
毛
知
り
得
る

と
こ
ろ
で
あ
る
。
従
っ
て
、
敦
焼
・
吐
魯
番
出
土
文
書
に
み
ら
れ
た
土
地
表
示
法
が
唐
代
中
国
の
一
般
的
状
況
を
示
す
も
の
で
あ
る
可
能
性
は

極
め
て
高
い
と
い
え
よ
う
晦
・
何
分
に
も
両
地
域
港
西
域
の
乾
燥
地
域
で
あ
り
・
そ
の
ま
ま
一
般
化
し
て
考
え
て
よ
い
も
の
か
ど
う
か
は
逡

巡
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
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日代巾国および律令期日本における土地表示法（金田）

　
と
こ
ろ
が
、
敦
煙
・
吐
魯
番
の
出
土
文
書
を
除
け
ば
、
唐
革
の
土
地
表
示
法
を
示
す
同
時
代
の
土
地
関
係
文
書
は
極
め
て
少
な
い
。
し
か
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

仁
井
田
陞
が
あ
げ
て
い
る
事
例
の
中
に
次
の
よ
う
な
例
が
あ
る
。

　
ω
　
北
魏
正
始
四
年
（
五
〇
七
）
土
地
売
買
文
書

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
王

　
　
北
坊
民
張
平
絹
、
従
糸
民
路
雪
鬼
　
買
堪
田
三
畝
、
南
十
王
墓
、
北
弘
五
十
三
歩
　
東
齊
□
墓
　
強
勇
十
二
歩
　
一
撮
九
匹

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
魯

　
②
　
元
和
九
年
（
八
一
四
）
土
地
売
買
文
書

　
　
へ
誘
）
　
　
　
（
得
）

　
　
高
進
臣
買
徳
地
一
段
　
東
至
東
海
　
西
至
山
　
南
至
劔
谷
　
北
至
長
城
　
（
中
略
）
源
州
苑
陽
縣
向
鎚
郷
永
楽
三
審
義
里
南
二
里

　
㈲
　
　
ム
人
中
五
年
（
八
五
一
）
勅
内
症
宅
使
盤
怖

　
　
萬
年
縣
涯
川
郷
重
罪
安
国
寺
金
経
　
（
中
略
）
地
萱
□
覆
車
分
、
症
居
東
道
井
目
薗
　
西
翠
淋
和
　
南
龍
道
　
北
至
道

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

ω
は
現
在
の
北
京
西
南
に
あ
た
る
不
毛
で
発
見
さ
れ
た
も
の
で
唐
代
よ
り
前
で
あ
る
が
、
や
は
り
四
至
で
土
地
を
表
示
し
て
お
り
、
こ
の
点
に

つ
い
て
は
②
・
③
も
同
様
で
あ
る
。
②
も
ω
と
同
様
に
源
州
の
も
の
、
③
は
長
安
城
東
郊
の
漉
水
付
近
の
土
地
表
示
例
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
、

四
顧
を
基
本
と
し
、
加
え
て
郷
・
村
名
お
よ
び
そ
こ
か
ら
の
距
離
を
加
え
て
い
る
例
も
あ
る
。
前
掲
の
歯
状
・
吐
魯
番
出
土
文
書
の
例
と
類
似

し
た
表
示
法
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
行
政
単
位
や
固
有
名
詞
あ
る
い
は
州
県
城
な
ど
の
主
要
な
園
頭
物
か
ら
の
方
向
ポ
距
離
に
よ
っ
て
位
置
を

示
し
、
四
七
に
よ
っ
て
そ
の
境
域
を
明
示
す
る
の
が
唐
代
の
土
地
表
示
の
一
般
的
な
方
法
で
あ
っ
た
と
考
え
て
よ
い
よ
う
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
百
代
の
農
地
部
分
に
お
け
る
土
地
蓑
示
法
は
一
応
明
ら
か
と
な
っ
た
が
、
こ
れ
ら
が
方
格
地
割
と
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に

か
か
わ
っ
て
い
た
か
は
全
く
不
明
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
一
方
、
唐
代
に
は
長
安
城
・
洛
陽
城
を
は
じ
め
と
ナ
る
整
然
と
方
格
に
区
画
さ
れ
た

都
城
プ
ラ
ン
が
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
次
に
は
こ
の
よ
う
な
都
市
域
に
お
け
る
方
格
プ
ラ
ン
と
土
地
表
示
法
に
つ
い
て
み
て
お
か
ね

ぱ
な
ら
な
い
。

①
小
川
琢
治
「
肝
隔
と
井
田
」

所
収
）
一
九
二
九
年

（『

x
那
歴
史
地
理
研
究
　
続
集
』
弘
文
堂
同
房

②
　
米
倉
二
郎
　
『
東
亜
の
集
落
』
古
今
書
院
、
一
九
五
九
年
、
一
〇
五
～
一
〇
七

　
頁
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⑧
　
水
津
一
朗
　
　
「
古
代
華
北
の
方
格
地
割
」
　
（
『
地
理
学
評
論
』
三
六
i
一
）
、
一

　
九
六
三
年

④
木
村
正
雄
　
鞠
粁
　
陥
』
に
つ
い
て
」
　
（
『
史
潮
隔
一
一
一
一
二
）
、
一
九
四
ゴ
～
年

⑤
　
米
田
賢
次
郎
　
　
「
漢
魏
の
屯
田
と
奮
の
占
田
・
課
田
」
（
『
東
洋
史
研
究
』
一
コ

　
i
四
）
、
一
九
六
三
年

　
　
同
　

「
二
四
〇
歩
一
畝
鰯
の
成
立
に
つ
い
て
1
商
鞍
変
法
の
一
側
面
一
」

　
（
躍
果
洋
史
研
趾
九
』
二
六
－
四
）
、
　
｝
九
六
八
年

⑥
　
楠
山
修
作
　
「
粁
階
の
研
究
」
　
（
『
康
方
学
』
三
八
）
、
一
九
六
九
年

⑦
古
賀
登
　
『
漢
長
安
城
と
肝
晒
・
県
郷
亭
里
露
語
』
雄
山
閣
、
｝
九
八
○
年
、

　
九
二
～
一
二
六
頁

⑧
好
並
隆
司
「
遮
断
屯
田
に
於
け
る
方
格
地
割
制
」
（
『
麗
史
学
研
究
漏
二
二

　
隣
）
、
　
一
九
五
八
年

⑨
　
水
津
　
前
掲
③

⑩
　
激
小
田
　
払
削
節
⑤
　
　
一
九
六
ゴ
…
年

⑫
例
え
ば
、
堀
敏
一
は
「
均
田
制
を
は
じ
め
と
す
る
後
世
の
制
度
に
影
響
を
与
え

　
た
の
は
、
現
実
に
お
こ
な
わ
れ
た
井
田
制
で
は
な
く
、
文
献
に
よ
っ
て
伝
え
ら
れ

　
た
井
田
制
の
内
容
で
あ
る
。
そ
れ
は
い
わ
ば
伝
承
化
さ
れ
神
話
化
さ
れ
た
井
田
制

　
で
あ
る
」
（
『
均
田
制
の
研
究
』
岩
波
書
店
、
一
九
七
五
年
、
三
頁
）
と
す
る
。
周

　
代
は
と
も
か
く
、
唐
代
に
「
伝
え
ら
れ
た
井
田
綱
」
が
大
き
な
影
響
力
を
も
っ
て

　
い
た
こ
と
に
異
論
は
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
実
際
に
方
格
地
割
を
施
行
し
た
可
能

　
性
は
大
き
い
と
い
え
よ
う
。

　
　
池
田
温
は
　
開
元
八
年
（
七
二
〇
）
の
勅
（
『
唐
大
詔
令
集
臨
巻
一
〇
三
、
『
文

　
苑
英
華
温
血
四
六
〇
、
所
収
）
に
「
彼
等
の
た
め
に
田
土
を
ひ
と
し
く
し
、
す
み

　
や
か
に
耕
地
区
劃
を
整
え
て
や
り
」
、
と
い
う
一
鋪
が
あ
る
こ
と
を
、
井
田
制
の

　
理
論
に
つ
ら
な
る
土
地
鋼
度
を
強
く
意
識
し
て
い
る
こ
と
の
一
証
と
し
て
い
る

　
（
「
均
田
制
－
六
世
紀
中
葉
に
お
け
る
均
田
制
を
め
ぐ
っ
て
一
」
『
古
代
史
講

　
座
8
、
古
代
の
土
地
制
度
』
学
生
社
、
一
九
六
三
年
、
所
収
）
が
、
そ
こ
に
は
と

　
も
か
く
耕
地
区
画
の
語
が
見
え
る
。

⑫
池
田
撮
『
中
国
古
代
籍
帳
研
究
I
j
概
観
・
録
文
一
』
東
京
大
学
出
版
会
、

　
一
九
七
九
年
、
四
五
～
四
七
頁

⑬
池
田
前
掲
⑫
所
載
三
一
六
号
心
置
、
六
六
九
頁

　
　
池
田
は
「
中
国
古
代
の
租
佃
契
（
中
）
」
　
（
『
東
洋
文
化
研
究
所
紀
要
』
六
五
、

　
一
九
七
五
年
）
、
に
お
い
て
も
耕
地
の
配
置
推
定
復
原
図
を
作
製
し
て
方
形
の
耕

　
地
区
画
を
推
定
し
、
さ
ら
に
第
1
函
の
例
を
引
用
し
て
い
る
（
同
論
文
、
注
5
8
）
。

⑭
ス
タ
イ
ン
蒐
集
漢
文
文
書
四
六
六
一
号
、
（
山
本
達
郎
「
敦
煙
発
見
戸
糊
田
擬

　
関
係
文
書
十
五
種
」
　
『
東
洋
文
化
研
究
所
紀
要
』
一
〇
、
一
九
五
六
年
）
所
載
、

　
後
掲
事
例
働

⑮
菊
池
英
夫
「
唐
代
歯
煙
社
会
の
外
貌
」
（
池
田
温
編
『
講
座
敦
焼
3
、
敦
煙

　
の
社
会
』
大
東
出
版
社
、
所
収
）
、
　
一
九
八
○
年

⑯
池
田
前
掲
⑫
所
載
四
号
文
書

　
　
な
お
、
以
下
の
事
例
は
土
地
表
示
の
様
式
を
典
型
的
に
示
す
類
例
の
典
型
的
な

　
個
所
を
列
挙
し
た
も
の
で
あ
る
。
文
書
名
は
原
則
と
し
て
、
引
用
書
に
付
さ
れ
た

　
名
称
を
示
し
た
の
で
、
小
稿
に
お
け
る
引
用
審
例
全
体
と
し
て
は
や
や
不
統
一
と

　
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
引
用
書
に
お
い
て
文
書
名
が
付
さ
れ
て
い
な
い
場
合
、
筆

　
者
が
文
書
の
内
容
を
示
す
た
め
の
仮
名
を
付
し
た
。
　
こ
の
場
合
に
は
文
書
名
を

　
（
　
）
で
囲
ん
で
区
別
し
た
。

⑰
戸
籍
等
、
敦
焼
直
土
文
書
に
よ
る
耕
地
を
め
ぐ
る
研
究
は
極
め
て
多
い
が
、
例

　
え
ば
、
天
宝
六
載
（
七
四
七
）
戸
籍
残
巻
（
パ
リ
国
立
博
物
館
三
、
三
五
四
号
、

　
那
波
利
貞
「
難
癖
巌
莫
黄
雲
と
敦
煙
文
書
」
（
『
西
域
文
化
研
究
第
二
』
一
九
五
九

　
年
所
載
）
の
整
理
か
ら
、
日
野
開
三
郎
が
　
（
「
玄
宗
時
代
を
中
心
と
し
て
見
た
る

　
漸
滅
北
支
禾
田
地
帯
の
八
・
九
両
等
辺
に
就
い
て
」
　
『
社
会
経
済
史
学
』
一
コ
…

　
五
・
六
、
一
九
五
五
年
）
各
戸
所
有
地
の
約
三
分
の
二
が
　
○
畝
以
下
の
小
面
積

　
の
地
面
で
あ
り
、
一
戸
平
均
一
〇
筆
弱
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
こ

　
と
に
注
意
し
て
お
き
た
い
。
ま
た
四
二
に
は
当
該
直
筆
所
有
の
戸
以
外
の
人
名
が
、
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田
て
く
る
こ
と
が
多
い
こ
と
か
ら
推
定
さ
れ
る
「
錯
圃
状
態
」
に
つ
い
て
、
日
野

　
の
ほ
か
山
本
達
郎
（
「
敦
燵
地
方
に
お
け
る
均
田
制
末
期
の
田
土
の
四
至
記
載
に

　
関
す
る
考
察
0
」
　
『
東
方
学
会
創
立
二
十
五
周
年
記
念
東
方
学
論
集
』
一
九
七
二

　
年
は
か
）
、
　
西
嶋
…
定
生
「
吐
魯
番
出
土
文
書
よ
り
見
た
る
均
田
鰯
の
施
行
状
態
」

　
『
西
域
文
化
研
究
第
二
』
一
九
五
九
年
）
、
菊
池
英
夫
（
前
掲
⑮
）
な
ど
の
様
々

　
な
背
景
の
分
析
・
推
定
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
土
地
表
示
法
の
ほ
か
、
こ
の
よ
う
な

　
「
錯
圃
状
態
」
が
B
本
の
口
分
田
の
班
給
状
況
と
比
べ
て
も
異
質
の
も
の
で
な
い

　
こ
と
に
だ
け
注
意
を
払
っ
て
お
き
た
い
。

⑱
山
本
達
郎
「
麗
質
発
見
計
帳
様
文
書
残
簡
（
上
）
1
大
英
博
物
館
所
蔵
ス

　
タ
イ
ン
将
来
漢
文
文
霞
六
一
三
号
1
」
　
（
『
東
洋
学
報
』
三
七
一
二
）
、
一
九
五

　
一
年
　
所
引
。

⑲
樋
代
の
土
地
の
種
別
は
園
宅
地
の
ほ
か
、
前
述
の
よ
う
に
永
業
田
・
口
分
田
・

　
買
手
な
ど
還
受
・
不
念
受
の
別
に
よ
っ
た
が
、
北
口
・
西
里
で
は
宅
地
あ
る
い
は

　
園
宅
地
の
ほ
か
、
本
来
作
物
の
性
質
に
よ
っ
て
還
受
・
不
還
受
の
別
が
き
め
ら
れ

　
て
お
り
、
北
魏
で
は
登
仙
・
麻
田
・
桑
田
、
西
魏
で
は
正
田
・
麻
田
の
二
種
で
あ

　
つ
た
（
堀
敏
一
、
前
掲
⑪
　
一
五
八
～
エ
ハ
六
頁
お
よ
び
一
八
二
～
一
九
〇
頁
）
。

⑳
　
大
谷
探
検
隊
将
来
西
域
出
土
古
文
書
、
池
田
、
前
掲
⑫
　
…
二
四
号
文
書

⑳
　
大
谷
探
検
隊
将
来
西
域
出
土
古
文
書
、
池
田
、
前
掲
⑫
　
一
二
五
号
文
書

⑫
　
ペ
リ
オ
蒐
集
漢
文
文
書
三
三
九
四
号
、
池
田
、
前
掲
⑫
　
二
七
五
号
文
書

⑬
山
本
前
掲
⑭

⑭
　
ス
タ
イ
ン
蒐
集
漢
文
文
書
四
一
二
五
号
、
池
田
　
前
掲
⑫
　
三
一
二
号
文
害

⑭
　
ス
タ
イ
ン
蒐
集
漢
文
文
書
四
四
九
一
号
、
池
田
、
前
掲
⑫
　
二
七
〇
号
文
書
。

　
敦
焼
は
建
中
二
年
（
七
八
一
）
　
に
吐
蕃
に
攻
陥
さ
れ
、
以
後
大
中
二
年
（
八
四

　
八
）
ま
で
そ
の
支
配
下
に
あ
っ
た
と
い
う
（
藤
枝
晃
「
吐
蕃
支
配
期
の
弓
偏
」

　
『
東
方
学
報
』
三
一
、
一
九
六
一
年
）
か
ら
、
唐
代
と
は
い
え
陶
然
の
こ
と
な
が

　
ら
こ
の
時
期
に
つ
い
て
は
一
応
区
棚
し
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
。

⑳
ペ
リ
オ
蒐
集
漢
文
文
書
三
三
九
六
号
、
池
田
、
前
掲
⑫
三
〇
八
号
文
書
、
同

　
書
に
よ
れ
ば
十
世
紀
頃
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。

⑳
　
ス
タ
イ
ソ
蒐
集
漢
文
文
書
四
六
六
一
琴
、
山
本
、
前
掲
⑭
　
岡
論
文
で
は
使
用

　
文
字
か
ら
、
宋
初
頃
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。

⑱
　
ペ
リ
オ
蒐
集
漢
文
文
警
三
三
九
六
号
、
池
田
、
前
掲
⑫
　
望
〇
九
号
文
書
、
同

　
書
に
よ
れ
ば
十
世
紀
頃
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。

⑳
　
圖
・
㈲
の
「
大
第
一
・
小
第
一
」
二
つ
の
渠
名
は
各
々
同
一
の
も
の
を
さ
す
と

　
見
て
よ
い
が
、
各
々
の
文
省
中
の
多
く
の
渠
名
が
す
べ
て
固
有
名
詞
で
あ
り
、
那

　
波
利
貞
が
紹
介
し
た
ペ
リ
ナ
蒐
集
漢
文
文
書
五
六
〇
号
の
紙
背
文
書
に
も
「
小
第

　
一
塁
」
を
含
む
極
め
て
多
数
の
型
名
が
見
え
る
が
、
他
に
類
似
の
例
は
な
い
（
「
唐

　
代
の
農
田
水
利
に
関
す
る
規
定
に
就
き
て
（
一
）
」
　
『
史
学
雑
誌
』
五
四
一
一
、
一

　
九
四
三
年
）
。
こ
の
中
に
み
え
る
「
三
支
・
六
尺
・
千
渠
」
な
ど
も
、
　
一
定
の
機

　
械
的
土
地
表
示
シ
ス
テ
ム
に
は
結
び
つ
か
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
ほ
か
、
例
え
ば

　
佐
藤
武
敏
「
腎
虚
の
水
利
」
　
（
池
田
編
、
前
掲
⑮
所
収
）
に
も
類
例
は
あ
げ
ら
れ

　
て
い
な
い
。

⑳
仁
井
田
陞
　
『
中
国
法
論
史
研
究
－
土
地
法
・
交
易
法
』
、
東
京
大
学
東
洋

　
文
化
研
究
所
、
一
九
六
〇
年
、
六
八
○
～
六
八
一
頁

⑳
　
宜
全
章
は
『
川
州
鞍
覆
』
に
よ
れ
ば
、
長
さ
二
〇
里
で
源
は
州
の
西
南
二
五
里

　
に
あ
る
と
い
う
（
佐
藤
、
前
掲
⑳
）
代
筆
的
な
渠
で
あ
り
、
　
「
十
里
」
が
事
例
⑤

　
の
文
撚
の
「
上
都
」
に
紺
応
ず
る
と
す
れ
ば
地
名
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。

⑫
　
布
目
潮
楓
・
大
野
仁
「
唐
開
元
末
府
州
県
図
作
成
の
試
み
一
罪
煙
厨
出
輪
宝

　
初
年
雷
写
地
無
残
巻
を
中
心
に
一
」
　
（
布
目
編
『
唐
・
宋
時
代
の
行
政
・
経
済

　
地
図
の
作
製
　
研
究
成
果
報
告
書
』
所
収
）
　
一
九
八
一
年
、
右
に
よ
れ
ば
、
高
田

　
県
は
天
塞
兀
年
（
七
四
二
）
に
更
名
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

⑳
　
ス
タ
イ
ソ
蒐
集
漢
文
文
欝
四
六
八
二
号
、
池
田
、
前
掲
⑫
、
一
七
号
文
書
、
同

　
露
に
よ
れ
ば
七
世
紀
後
期
の
も
の
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。

⑭
　
池
田
　
前
掲
⑫
　
三
〇
号
文
露

⑯
　
池
田
　
前
掲
⑫
　
一
八
四
号
文
書
　
㈲
～
ω
は
大
谷
探
検
隊
将
来
文
書
二
八
五
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四
面
、
㈲
・
ω
W
は
㎜
同
二
八
六
五
号

⑳
前
掲
⑳
　
同
二
八
五
四
号

⑳
　
前
掲
⑱
　
同
二
八
七
〇
号

⑳
　
払
騨
掲
A
㊥
　
同
二
八
六
〇
号

⑭
　
前
掲
⑳
　
同
三
三
七
七
号

⑳
大
谷
探
検
隊
将
来
文
書
二
九
一
二
号
、
西
村
元
佑
「
唐
代
吐
魯
番
に
お
け
る
均

　
田
制
の
意
義
」
　
（
『
西
域
文
化
研
究
　
第
二
』
一
九
五
九
年
、
所
収
）
、
所
載
。

⑪
　
池
田
　
前
掲
⑫
　
一
二
〇
B
文
書
、
㈲
は
大
谷
探
検
隊
将
来
文
書
一
一
三
七
二
号
、

　
ω
億
同
二
三
七
四
号
、
㈲
は
同
一
二
＝
二
号

⑫
　
池
田
　
前
掲
⑫
　
一
一
一
〇
C
文
書
、
㈲
は
大
谷
探
検
隊
将
来
文
譲
二
八
五
一
号
、

　
㈲
は
同
一
一
一
一
〇
号

⑭
　
周
藤
吉
之
「
仙
人
文
書
の
研
究
」
　
（
『
西
域
文
化
研
究
　
第
一
一
』
所
収
）
、
一
九

　
五
九
年
、
同
論
文
や
池
田
温
の
以
前
の
論
文
（
前
掲
⑬
）
で
は
個
別
の
文
書
と
し

　
て
紹
介
ざ
れ
て
い
た
。

⑭
　
池
田
漏
は
籍
帳
の
魯
式
に
つ
い
て
整
理
し
て
い
る
（
前
掲
⑫
　
六
四
・
六
五
頁
）

　
が
、
土
地
表
示
に
関
連
す
る
点
は
次
の
如
く
で
あ
る
。

　
＠
沙
州
と
西
州
高
昌
県
は
、
域
か
ら
の
距
離
と
渠
名
で
表
示
す
る
に
対
し
、
西

　
　
下
柳
中
・
蒲
昌
～
県
で
は
斌
か
ら
の
距
離
だ
け
で
渠
名
を
蓑
さ
な
い
。

⑤
西
州
で
「
至
某
」
を
頻
用
す
る
に
対
し
、
沙
州
は
「
至
」
字
を
用
い
な
い
。

　
　
ま
た
沙
州
で
自
田
と
表
記
す
る
所
を
西
州
は
「
自
製
」
と
詑
す
。

　
◎
　
沙
州
は
州
・
郷
若
く
は
州
・
県
・
郷
・
里
を
登
載
す
る
に
対
し
、
西
州
で
は

　
　
県
・
郷
〃
の
み
の
例
が
あ
る
。

　
た
だ
し
、
⑤
に
つ
い
て
は
B
㈲
の
よ
う
な
至
を
使
用
し
て
い
る
他
の
様
式
の
文
書

　
が
あ
り
、
唐
代
以
前
、
以
後
に
つ
い
て
は
籍
帳
類
で
も
B
②
・
㈲
な
ど
の
よ
う
な

　
使
用
例
が
あ
る
。

⑮
『
文
物
』
一
九
六
二
…
七
・
八
、
お
よ
び
池
田
温
「
中
国
古
代
の
租
田
契
（
上
）
」

　
（
『
東
洋
文
化
研
究
所
紀
要
』
六
〇
、
一
九
七
三
年
）
、
所
載
。

⑭
　
す
で
に
述
べ
て
き
た
諸
例
や
引
用
論
文
の
ほ
か
、
両
州
の
唐
代
の
村
落
制
度
や

　
土
地
制
度
に
つ
い
て
の
次
の
二
論
文
を
あ
げ
て
お
き
た
い
。

　
　
杉
山
佳
男
「
豊
饒
の
土
地
捌
度
一
均
田
制
施
行
を
中
心
と
し
て
i
」
　
（
池

　
田
編
前
掲
⑮
所
収
）

　
　
西
村
元
佑
　
「華

甯
X
倒
國
お
よ
び
唐
代
田
続
用
の
質
契
約
文
書
に
み
え
る
醜
名
記
載

　
と
そ
の
消
長
の
意
義
に
つ
い
て
」
　
（
唐
代
史
研
究
会
編
『
中
国
聚
落
史
の
研
究

　
一
周
辺
諸
地
域
と
の
比
較
を
含
め
て
一
』
所
収
）
、
　
一
九
八
○
年

⑰
　
仁
井
田
陞
　
『
唐
宋
法
律
文
護
の
研
究
』
爽
方
文
化
学
院
東
京
研
究
所
、
｝
九

　
三
七
年

⑱
仁
井
田
前
掲
⑰
一
〇
五
頁

⑲
　
仁
井
田
　
前
掲
⑰
　
一
〇
八
頁

⑳
　
仁
井
田
　
前
掲
⑰
　
一
四
四
～
一
四
五
頁

⑳
松
韻
寿
男
・
垂
葉
三
編
『
ア
ジ
ア
歴
史
地
図
』
平
凡
社
、
一
九
六
六
年
、
六
六

　
～
六
七
頁

⑫
　
愛
宕
元
　
　
「
感
代
　
剛
京
郷
里
村
考
」
　
（
『
東
洋
史
研
究
』
四
〇
1
三
）
、
一
九
八

　
一
年
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三
　
唐
代
の
都
城
プ
ラ
ン
と
土
地
表
示
法

　
A
　
長
安
城
の
プ
ラ
ン
と
土
地
表
示
法

　
開
皇
二
年
（
五
八
二
）
、
漢
の
長
安
城
の
東
南
に
晴
の
文
帝
が
大
興
誠
を
築
き
、
武
徳
元
年
（
六
一
八
）
、
唐
の
高
祖
が
長
安
城
と
改
め
て
都
と

し
た
も
の
が
唐
の
長
安
城
で
あ
り
、
第
2
図
の
よ
う
な
整
然
と
し
た
方
形
プ
ラ
ン
で
あ
っ
た
こ
と
は
周
知
の
と
こ
ろ
で
あ
る
。
長
安
城
に
関
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

る
膨
大
な
研
究
に
つ
い
て
逐
一
述
べ
る
余
裕
は
な
い
が
、
近
年
の
発
掘
調
査
も
含
め
て
研
究
が
進
展
し
て
い
る
こ
と
は
付
言
し
て
お
き
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

　
さ
て
、
唐
の
章
述
が
、
開
元
十
年
（
七
二
二
）
に
著
わ
し
た
と
伝
え
る
『
両
起
算
記
巻
上
』
に
は
、
長
安
城
の
坊
や
坊
内
に
つ
い
て
次
の
よ
う

に
記
し
て
い
る
。

　
ω
　
　
『
両
京
新
記
巻
三
』

　
　
朱
雀
尾
西
第
二
磁
北
當
皇
城
南
面
之
含
光
画
街
爾
從
楓
糖
一
日
太
平
坊
西
南
隅
温
国
寺
（
中
略
）
西
門
之
北
葉
水
寺
（
中
略
）
次
南
日
通
義
坊

　
　
　
（
中
略
）

　
　
　
右
朱
雀
街
西
第
二
街
九
坊

　
　
朱
雀
街
西
之
第
三
街
即
皇
城
西
之
第
一
街
（
中
略
）
十
字
街
東
之
北
建
法
尼
寺
（
下
略
）

す
な
わ
ち
、
朱
雀
門
か
ら
南
へ
の
び
る
街
路
が
朱
雀
街
、
そ
こ
か
ら
一
本
西
の
蛍
光
門
か
ら
南
へ
の
び
る
街
路
が
含
光
門
門
で
あ
り
、
炎
光
門

街
の
西
側
に
北
か
ら
太
平
坊
、
通
義
坊
と
固
有
名
詞
が
付
さ
れ
た
計
九
坊
が
配
列
す
る
と
の
説
明
で
あ
り
、
坊
内
の
位
置
は
西
南
・
西
北
・
東

南
・
東
北
出
隅
お
よ
び
西
門
之
北
・
南
、
東
門
之
北
・
南
で
表
示
さ
れ
て
い
る
。
東
西
の
第
三
街
以
遠
に
な
る
と
、
坊
内
に
十
字
街
の
呼
称
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

記
さ
れ
、
坊
が
四
方
に
門
を
開
き
、
十
字
型
に
街
路
が
通
じ
て
い
た
よ
う
で
あ
り
、
北
門
之
西
・
東
、
南
門
之
西
・
東
、
十
字
街
東
之
北
・
東

之
南
・
西
之
北
・
西
之
南
と
い
っ
た
表
示
法
が
加
わ
っ
て
い
る
。
ま
た
、
第
二
街
・
第
三
街
と
い
っ
た
数
詞
は
、
朱
雀
街
を
第
一
街
と
し
て
数

え
る
場
合
と
、
皇
城
の
西
を
限
る
街
路
か
ら
数
え
進
む
場
合
と
を
併
記
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
そ
の
位
置
の
説
明
の
た
め
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唐代中国および律令期日本における±地表示法（金田）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

の
も
の
で
あ
り
、
数
詞
の
み
で
は
必
ず
し
も
固
定
し
た
街
路
名
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
も
の
で
は
な
い
。

　
十
一
世
紀
後
半
に
宋
の
機
敏
求
が
著
し
た
『
長
安
志
』
に
も
、
こ
れ
と
ほ
ぼ
同
様
の
表
記
法
を
示
し
て
い
る
が
、
次
の
よ
う
な
点
は
前
述
の

　
　
　
　
　
　
⑤

両
京
新
記
残
存
部
に
み
ら
れ
な
い
か
、
そ
れ
と
や
Σ
異
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
②
　
『
長
安
志
』

　
　
承
天
門
外
横
街
之
南
有
南
北
大
街
日
承
天
門
街

　
　
　
　
　
（
中
略
）

　
　
　
承
天
門
街
之
東
宮
城
之
南
第
二
横
街
之
北

　
　
　
　
　
（
中
略
）

　
　
　
次
南
開
明
坊

　
　
自
朱
雀
門
南
第
六
横
街
以
南
率
無
居
人
第
宅

　
　
　
　
　
（
中
略
）

　
　
　
次
南
崇
義
坊

　
　
坊
内
横
街
之
北
招
福
寺

　
　
　
　
　
（
中
略
）

　
　
　
次
南
永
興
坊

　
　
　
　
　
（
三
略
）

　
　
街
西
之
北
荷
思
寺
（
下
略
）

す
な
わ
ち
、
宮
城
の
南
の
承
天
門
と
朱
雀
門
と
の
間
の
大
吉
が
承
天
門
街
で
あ
る
こ
と
、
そ
の
東
西
に
各
七
本
の
書
誌
が
あ
っ
た
こ
と
、
朱
雀

門
の
南
で
も
菓
語
路
が
横
街
と
表
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
が
知
ら
れ
る
。
朱
雀
街
は
朱
雀
門
街
と
も
記
さ
れ
て
お
り
、
他
に
も
門
名
を
冠
し

17　（315）



奈肖　
　
　
　
　
舗

　
　
肖
街
京

十字街
京之南

南肖之京

翻
　
北
街

南
　
　
街

北円之西西北隅

十字街
西之北

西口之北

街西

十字：街

西之南
西口之南

南口之西西南隅

西堺

　　　　　　　　　　　南肖

　　　　第3図長安域坊土地表示区画説明図
宿白（r階麿長安域和洛陽城」『考古』1978年6期）原園

ど
ま
ら
ず
、
　
『
通
馬
』
巻
三
、
郷
党
の
項
に
北
斉
令
を
ひ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

お
か
れ
て
い
た
こ
と
も
推
定
し
て
い
る
。
し
か
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

よ
う
な
土
地
表
示
区
分
を
推
定
し
て
お
り
、
こ
れ
が
正
し
い
と
す
れ
ば
日
野
の
推
定
を
再
考
す
る
必
要
が
あ
る
。

図
の
よ
う
に
均
一
で
な
く
、
そ
れ
に
対
応
し
た
面
内
表
示
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
に
も
改
め
て
注
意
を
払
う
必
要
が
あ
ろ
う
。

　
坊
内
の
位
置
は
さ
ら
に
㈹
・
㈲
の
よ
う
な
麟
で
表
示
さ
れ
る
場
合
も
あ
っ
た
。
こ
の
曲
は
、
宿
に
よ
れ
ぜ
、
坊
内
の
巷
と
よ
ば
れ
る
道
路
に

由
来
し
た
も
の
で
あ
り
、
北
曲
・
良
禽
・
南
曲
・
小
曲
・
短
曲
な
ど
の
例
や
、
ω
の
よ
う
な
固
有
名
詞
の
場
合
も
、
⑤
の
よ
う
に
数
詞
で
表
現

た
大
毒
の
名
称
が
あ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
長
安
城
で
は
大
街
の
多
く
は
門
名
に
由
来
す

る
固
有
名
詞
で
呼
ば
れ
て
い
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
三
内
で
も
、
東
西
路
を
坊
内
横
街

と
し
、
横
街
之
北
・
南
と
い
う
両
京
新
記
に
は
見
ら
れ
な
い
表
現
を
し
て
お
り
、
ま
た
、

例
え
ば
十
字
街
西
之
北
を
省
略
し
て
街
西
之
北
と
い
う
ふ
う
に
表
現
し
て
い
る
。

　
坊
内
の
位
置
表
示
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
次
の
よ
う
な
タ
イ
プ
が
あ
る
。

　
③
　
　
『
唐
会
長
』
巻
五
〇
、
尊
崇
道
教
・
天
宝
元
年
（
七
四
二
）

　
　
於
帯
磁
元
元
皇
帝
廟
於
大
寧
坊
西
南
角

　
㈲
　
　
『
大
平
広
記
』
巻
四
八
七
、
雑
伝
記
部
、
程
小
玉
伝

　
　
住
在
勝
癩
坊
古
寺
曲

　
㈲
　
　
『
入
唐
求
法
巡
礼
行
記
』
巻
四

　
　
永
贔
坊
入
北
門
西
廻
第
一
曲

㈲
の
西
南
角
は
、
日
野
開
三
郎
に
よ
れ
ば
、
西
南
隅
と
同
義
で
あ
り
、
坊
を
四
等
分
し
た

「
角
王
制
」
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
日
野
は
角
隅
を
単
な
る
土
地
表
示
に
と

　
　
　
　
「
隅
老
四
人
」
と
し
て
い
る
こ
と
な
ど
に
よ
り
、
各
坊
四
人
の
隅
の
世
話
人
が

土
地
表
示
に
関
し
て
は
、
前
掲
の
両
京
新
記
・
長
安
志
の
用
例
か
ら
、
宿
白
は
第
3
図
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
た
、
坊
の
大
き
さ
が
第
2

18 （316）



唐代中国および律令期日本における土地衷示法（金田）

さ
れ
る
場
合
も
あ
っ
た
。

　
8
　
洛
陽
城
の
プ
ラ
ン
と
土
地
表
示
法

　
洛
陽
城
に
関
す
る
研
究
も
枚
挙
に
い
と
ま
が
な
い
。
大
業
元
年
（
六
〇
五
）
、
階
の
薫
辛
が
造
営
を
命
じ
、
翌
年
に
完
成
し
た
の
が
階
・
唐
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

洛
陽
城
で
あ
る
。
第
4
図
の
よ
う
に
紅
軍
の
両
岸
に
わ
た
る
プ
ラ
ン
で
あ
り
、
『
旧
唐
書
』
地
理
志
に
よ
れ
ば
「
都
内
縦
横
各
十
街
、
分
一
百

三
坊
」
と
、
東
西
・
南
北
の
街
路
十
本
に
区
画
さ
れ
た
一
〇
入
溝
か
ら
な
る
都
城
プ
ラ
ン
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
数
え
方
や
数
に
つ
い
て
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

　　　　　　　第4図　唐の洛陽城プラン
中国社会科学院考古研究所洛陽工作隊　（「購唐東都城祉的勘

査湘発掘筆記」　『考古』1978年6期）原図

確
定
し
難
い
。
　
『
元
河
南
志
』
は
、
唐
の
輩
述
の
記
載
を

引
用
七
、
　
「
定
量
引
解
廣
百
歩
、
上
東
建
春
二
横
街
七
十

五
歩
、
長
夏
厚
載
永
通
徽
安
安
喜
門
馬
流
左
液
墨
書
街
各

廣
六
十
二
歩
、
鹸
小
街
各
廣
三
十
一
歩
」
、
と
街
路
名
、

街
・
横
街
・
小
街
な
ど
の
別
と
幅
員
を
記
し
て
い
る
。
さ

ら
に
、
　
「
毎
坊
菓
西
南
北
各
廣
三
百
歩
、
開
十
字
街
、
四

出
目
門
」
と
、
各
坊
が
一
辺
三
百
歩
、
四
方
の
坊
門
と
十

字
街
を
有
す
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
し
、
最
近
の
発
掘
に

よ
っ
て
も
こ
の
よ
う
な
坊
内
の
プ
ラ
ン
が
確
認
さ
れ
て
い

⑩る
。
た
だ
、
洛
陽
城
の
場
合
も
坊
の
大
き
さ
が
均
一
で
は

な
い
こ
と
に
は
留
意
し
て
お
き
た
い
。
同
書
は
さ
ら
に
坊

あ
る
い
は
坊
内
の
所
在
を
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

　
ω
　
　
『
元
河
南
志
』

　
　
街
東
回
六
三
三
三
第
一
日
明
教
坊
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（
中
略
）

　
　
次
北
宜
人
坊

　
　
　
　
　
（
申
略
）

　
　
西
南
隅

　
　
　
荷
澤
寺
詳
見
寺
類

　
　
　
　
　
（
中
略
）

　
　
定
鼎
門
街
東
第
二
街

　
　
　
　
　
（
中
略
）

　
　
長
三
門
街
之
東
第
一
街

　
　
　
定
鼎
門
街
東
之
第
五
街
也

　
　
　
　
　
（
中
略
）

　
　
定
鼎
門
街
之
西
第
三
街
即
厚
載
門
街
（
下
略
）

元
河
南
志
は
、
十
九
世
紀
に
な
っ
て
清
の
徐
松
が
書
き
留
め
た
も
の
で
あ
り
、
宋
の
宋
敏
求
の
河
南
志
に
元
代
の
書
き
加
え
が
な
さ
れ
た
も
の

　
　
⑪

と
い
う
。
し
か
し
、
一
応
は
宋
敏
求
の
河
南
志
の
記
述
を
伝
え
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
ω
の
よ
う
な
表
記
例
も
ま
た
長
安
城
の
場

合
と
同
様
に
唐
代
の
洛
陽
城
に
ま
で
潮
ら
せ
得
る
可
能
性
が
高
い
と
い
え
よ
う
。

　
と
す
れ
ば
、
洛
陽
誠
に
お
い
て
も
、
坊
に
は
逐
一
固
有
名
詞
が
付
さ
れ
、
坊
内
の
位
置
表
示
の
た
め
に
、
西
南
隅
と
い
っ
た
表
現
が
行
な
わ

れ
て
お
り
、
長
安
城
と
全
く
同
一
の
様
式
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
大
街
に
は
君
名
が
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
も
、
第
一
街
・
第
二
街
と
い
っ

た
数
詞
が
ω
の
二
例
の
よ
う
に
言
い
換
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
や
は
り
固
定
し
た
街
路
名
で
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
も
同
様
で

あ
る
。
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『
河
南
志
』
と
同
じ
く
徐
松
の
手
に
な
る
も
の
で
あ
る
が
、
　
『
唐
両
京
城
坊
孜
』
に
は
、
さ
ら
に
次
の
よ
う
な
表
記
例
も
み
ら
れ
る
。

唐代中国および律令期El本における土地衷示法（金田）

（2）

⑧⑤⑥

②
の
＠
は
洛
陽
城
北
西
部
の
宮
城
の
南
に
あ
る
皇
城
内
の
東
繭
路
、

北
路
に
つ
い
て
の
表
現
で
あ
る
。

ら
北
に
数
詞
で
数
え
て
説
明
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

に
あ
た
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、

が
同
書
永
農
坊

こ
と
も
付
記
し
て
お
き
た
い

　
C
　
州
県
城
等
の
土
地
表
衆
例

　
唐
代
の
長
安
・
洛
陽
の
両
都
城
で
は
、
東
西
・
南
北
に
直
交
す
る
主
要
な
街
路
が
門
名
な
ど
を
付
し
た
固
有
名
詞
で
呼
ば
れ
、
い
く
つ
か
の

大
き
さ
の
方
形
の
坊
に
も
逐
一
固
有
名
詞
が
付
さ
れ
て
い
た
。
坊
内
も
東
西
路
あ
る
い
は
騎
西
南
北
路
で
区
画
さ
れ
て
い
て
、
角
・
隅
あ
る
い

は
門
ま
た
は
十
字
街
か
ら
の
方
位
に
よ
っ
て
表
示
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
数
詞
が
街
路
名
と
し
て
実
際
に
使
用
さ
れ
て
い
た
か
ど
う
か

は
不
明
で
あ
る
が
、
先
に
例
示
し
た
『
両
京
新
記
』
以
下
の
書
物
で
は
数
詞
は
単
に
位
置
の
説
明
と
し
て
の
み
使
用
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
り
、

同
一
路
を
基
点
の
異
な
る
二
様
の
数
詞
で
表
現
し
て
い
る
こ
と
か
ら
み
て
も
、
数
詞
は
現
実
に
使
用
す
る
に
は
極
め
て
ま
ぎ
ら
わ
し
い
も
の
と

『
唐
両
京
城
坊
放
』

鷹
天
門
外
第
一
横
街
之
南
第
二
横
街
之
北

　
（
中
略
）

承
幅
門
内
南
北
街
之
東
從
南
第
一
横
街
之
北

　
（
中
略
）

誰
水
之
北
東
城
之
東
第
一
南
北
街
北
當
徽
安
門
西
街
（
下
略
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤
は
そ
の
東
に
あ
る
東
城
内
の
南
北
路
と
東
西
路
、
⑥
は
東
城
東
側
の
南

　
　
　
　
　
　
　
　
　
③
に
よ
っ
て
皇
城
内
の
横
街
を
北
か
ら
南
に
数
詞
で
数
え
て
位
置
を
示
し
、
⑮
で
は
東
城
内
の
横
街
を
南
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
た
、
⑥
の
東
城
之
東
第
一
南
北
街
は
『
元
河
南
志
』
の
記
述
に
あ
る
徽
安
波
食

　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
こ
で
も
数
詞
は
単
に
位
置
を
示
す
た
め
の
表
現
に
と
ど
ま
る
可
能
性
が
高
い
と
思
わ
れ
る
。
な
お
、
日
野

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

　
　
　
「
西
南
細
柳
樹
」
の
項
に
「
永
豊
坊
藤
南
専
有
垂
柳
一
株
」
と
い
う
引
用
文
が
あ
る
の
を
、
　
「
角
館
制
」
の
一
例
と
し
て
い
る

　
　
　
　
　
　
　
O
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な
る
可
能
性
が
高
い
。

　
都
市
内
の
土
地
表
示
に
つ
い
て
、
両
都
城
の
ほ
か
に
も
若
干
の
例
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

　
ω
　
乾
寧
四
年
（
八
九
七
）
家
屋
売
買
文
書

　
　
永
寧
坊
旧
庵
上
様
田
東
房
一
昇
屋
木
菓
堕
丈
参
尺
五
塞
南
北
蕪
蓋
尺
五
寸
井
基
善
書
遡
栖
再
思
（
下
略
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

　
②
　
後
唐
清
泰
三
年
（
九
三
六
）
家
屋
売
買
文
書

　
　
修
文
坊
巷
西
壁
上
舎
壼
所
内
堂
熱
雲
壼
斥
東
西
井
基
萱
塁
塞
寸
爾
北
井
基
萱
侯
伍
尺
興
亜
鵬
脚
峰
洒
聾
蔽
業
病

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
噛

　
㈲
　
後
晋
天
福
四
年
（
九
三
九
）
二
月
売
宅
文
書

　
　
買
得
三
品
界
菜
上
書
壁
上
韓
勲
□
萱
所
　
准
作
債
早
口
欠
□
如
後
　
北
至
官
街
　
薄
樺
草
場
　
南
至
通
城
壁
　
西
至
愚
庸
院

　
ω
　
　
『
太
平
広
記
』
巻
四
三
六
　
畜
獣
部
・
盧
従
事

　
　
丈
人
自
乗
阿
馬
、
出
東
柳
門
至
市
西
北
角
赤
坂
門
辺
、
（
中
略
）
明
日
試
乗
至
市
角
、

ω
は
楽
焼
出
土
の
文
書
で
あ
り
、
唐
末
の
敦
燈
の
都
市
内
部
の
家
屋
に
関
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
敦
煙
で
も
都
市
内
部
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

坊
が
あ
っ
て
固
有
名
詞
が
付
さ
れ
て
お
り
、
坊
内
に
つ
い
て
は
「
二
上
壁
上
」
と
い
っ
た
表
示
を
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
時
代
は
下
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

が
②
協
同
種
の
も
の
で
、
修
文
坊
と
い
う
別
の
坊
の
存
在
が
知
ら
れ
、
他
に
「
P
地
温
P
巷
子
東
壁
上
」
、
「
政
教
坊
巷
東
壁
上
」
と
い
っ
た
例

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

も
あ
る
。
③
も
霊
代
よ
り
後
の
例
で
あ
り
、
場
所
も
不
明
で
あ
る
が
、
　
「
安
口
界
聖
霊
南
壁
上
」
と
い
う
類
似
の
表
示
法
と
な
っ
て
い
る
。
い

ず
れ
も
坊
・
市
名
を
記
し
、
内
部
を
東
・
西
・
南
・
北
の
壁
で
表
示
し
て
い
る
。

　
㈲
は
荊
州
江
陵
に
お
け
る
表
示
例
で
あ
り
、
　
「
市
西
北
角
赤
坂
門
辺
」
と
い
っ
た
風
に
角
を
使
用
し
て
い
る
点
で
は
前
述
の
都
城
の
例
と
類

　
　
⑳

似
す
る
。

　
以
上
の
例
、
と
り
わ
け
ω
の
よ
う
な
敦
爆
の
例
に
よ
っ
て
、
地
方
都
市
に
お
い
て
も
固
有
名
詞
が
付
さ
れ
た
い
く
つ
か
の
坊
が
あ
り
、
そ
れ

に
よ
っ
て
土
地
表
示
が
行
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
が
、
前
掲
の
都
城
に
つ
い
て
の
よ
う
な
書
物
の
記
述
で
は
な
く
、
同
時
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唐代中国および律令期日本における土地表示法（金田）

代
の
売
買
文
書
で
あ
る
こ
と
も
貴
重
な
と
こ
ろ
で
あ
る
。
敦
爆
な
ど
の
例
に
よ
っ
て
、
前
述
の
よ
う
な
長
安
城
・
洛
陽
城
に
お
け
る
土
地
表
示

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

法
が
確
実
に
唐
言
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
も
傍
証
さ
れ
よ
う
。
し
か
も
、
唐
戸
令
で
は
、
両
論
と
州
県
城
と
を
問
わ
ず
、
次
の
よ
う
に
坊
の
設

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

定
と
坊
正
の
設
置
を
規
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
④
　
武
徳
令

　
　
在
邑
居
者
爲
坊
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
’

⑭
開
元
七
年
令

　
　
爾
京
及
州
縣
之
郭
内
分
爲
坊
　
郊
外
爲
村
、
里
及
村
坊
、
皆
有
正

　
◎
　
開
元
二
五
年
令

　
　
在
邑
居
者
爲
坊
、
別
置
正
一
人

皇
京
を
除
く
敦
煙
な
ど
の
都
市
プ
ラ
ン
や
坊
の
形
態
な
ど
の
詳
細
に
ふ
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
少
な
く
と
も
上
述
の
状
況
は
丁
令
と
も
舎

致
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
唐
代
の
都
市
内
に
お
け
る
土
地
表
示
法
と
り
わ
け
両
都
城
に
お
け
る
そ
れ
を
晴
代
に
論
及
さ
せ
て
想
定
す
る
こ
と
は
、
基
本
的
に
は
無
理
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
以
前
の
北
魏
や
斉
の
そ
れ
に
つ
い
て
は
唐
代
以
上
に
不
明
の
点
が
多
い
が
、
例
え
ば
『
洛
陽
伽
藍
記
』
に
、
北

魏
洛
陽
の
宮
室
前
面
の
南
北
道
を
「
運
営
街
」
と
記
し
て
お
り
、
城
内
に
は
「
永
康
里
」
な
ど
の
固
有
名
詞
の
里
名
が
あ
っ
た
こ
と
も
記
し
て

　
⑳

い
る
。

①
　
佐
藤
武
敏
　
　
『
長
安
』
近
藤
出
版
社
、
一
九
七
一
年

　
中
尾
芳
治
　
　
「
階
・
唐
長
安
城
と
文
明
宮
・
興
下
番
」
　
（
岸
俊
男
編
『
中
国
の

　
都
城
遺
跡
一
日
本
都
城
制
の
源
流
を
探
る
』
同
朋
舎
、
所
収
）
、
一
九
八
二
年

②
　
平
岡
武
夫
　
　
『
長
安
と
洛
陽
一
唐
代
研
究
の
し
お
り
　
第
六
』
京
都
大
学
人

　
文
科
学
研
究
．
所
、
一
九
五
六
年
、
一
五
～
三
四
頁

③
こ
の
よ
う
な
坊
内
の
構
造
は
、
文
献
と
実
測
と
の
問
に
違
い
は
あ
る
も
の
の
、

基
本
的
に
は
調
査
結
果
と
も
矛
盾
し
な
い
（
佐
藤
前
掲
①
、
一
三
三
～
一
三
九

　
頁
）
。
上
掲
お
よ
び
下
掲
の
文
献
の
ほ
か
、
平
岡
武
雄
『
長
安
と
洛
陽
地
図
－

　
唐
織
研
究
の
し
お
り
　
第
七
』
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
、
一
九
五
六
年
、
が

　
便
利
で
あ
っ
た
こ
と
を
記
し
て
お
き
た
い
。

23 （321）



④
第
2
図
の
よ
う
に
、
朱
雀
門
街
東
第
二
街
は
安
上
門
街
で
あ
り
、
同
第
三
街
は

　
嗣
時
に
皇
城
東
之
第
一
街
で
あ
り
、
数
詞
の
街
路
表
示
は
名
称
と
し
て
も
使
用
は

　
可
能
で
あ
る
が
、
同
じ
く
数
詞
で
二
通
り
の
表
現
が
あ
る
こ
と
は
煩
雑
で
必
ず
し

　
も
実
用
的
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
、
こ
の
よ
う
な
都
市
全
体
の
説
明
の
た

　
め
の
書
物
で
な
け
れ
ば
、
～
般
に
は
固
有
名
詞
の
坊
を
明
記
す
れ
ば
十
分
で
あ
る
。

⑤
　
平
圃
　
前
掲
②
　
七
～
九
頁
、
同
書
所
載
の
尊
経
閣
文
庫
蔵
旧
妙
本
の
『
抽
櫛

　
新
記
巻
三
』

⑥
日
野
開
三
郎
「
豊
代
感
温
の
坊
市
の
藷
粥
に
就
い
て
」
（
『
爽
洋
学
報
』
四
七

　
－
三
）
、
　
一
九
穴
四
年

⑦
宿
患
・
「
精
唐
長
安
城
和
洛
陽
城
」
（
『
考
古
』
一
九
七
八
年
一
六
×
な
お
同

　
論
文
は
中
島
比
に
よ
っ
て
翻
訳
さ
れ
て
い
る
（
「
宿
白
物
『
階
唐
長
安
城
と
洛
陽

　
城
』
、
　
『
東
洋
史
苑
』
一
七
、
…
九
八
○
年
）
。

⑧
　
畿
内
の
区
分
は
、
宿
臼
の
説
明
図
に
も
あ
る
よ
う
に
、
十
字
街
で
ま
ず
四
分
し
、

　
各
四
分
の
｝
を
さ
ら
に
四
分
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
日
野
の
見
解
を
た
だ
ち
に

　
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
、
坊
の
大
き
さ
に
よ
っ
て
、
坊
内
の
街
路
や

　
表
示
法
に
差
異
が
あ
る
こ
と
も
前
述
の
如
く
で
あ
る
。

⑨
階
∵
唐
の
洛
陽
城
に
つ
い
て
は
、
長
安
城
に
比
べ
る
と
プ
ラ
ン
の
復
原
が
園
難

　
で
あ
る
。
最
大
の
理
由
は
『
旧
唐
書
』
地
理
志
が
一
〇
三
坊
、
　
『
帝
京
新
記
』
一

　
〇
九
坊
、
ど
い
っ
た
風
に
文
献
に
よ
っ
て
罪
数
な
ど
が
異
な
る
こ
と
で
あ
り
、
様

　
々
な
復
原
図
が
作
製
さ
れ
て
き
た
（
平
岡
、
前
掲
③
参
照
）
。
第
4
図
に
掲
げ
た

　
復
原
図
は
、
従
前
の
復
原
図
に
比
べ
て
、
最
も
規
則
的
な
方
格
ブ
ラ
ン
と
な
っ
て

　
い
る
。

⑩
中
國
科
学
院
考
古
研
究
衡
洛
陽
発
掘
隊
「
賄
唐
東
都
城
祉
的
勘
査
聯
発
掘
」

　
（
『
考
古
』
｝
九
六
一
年
i
三
）
、
同
「
中
国
科
学
院
考
古
研
究
所
一
九
六
｝
年
田

　
野
工
作
的
主
要
収
獲
」
（
『
考
古
』
一
九
六
二
年
一
五
）
、
岡
「
階
唐
東
都
短
躯
的
勘

　
査
和
発
掘
続
記
」
　
（
『
考
古
』
一
九
七
八
年
－
六
）
、
お
よ
び
宿
、
前
錫
⑦
。
ま
た
、

　
岩
本
次
郎
「
硝
唐
洛
陽
城
と
黄
河
の
治
水
」
　
（
細
編
、
前
掲
①
所
収
）
で
も
、
こ

　
れ
ら
の
成
果
と
問
題
点
を
整
理
し
て
い
る
。

＠
　
平
岡
　
前
掲
②
　
九
～
　
一
頁

⑫
　
日
野
前
掲
⑥

⑬
　
ス
タ
イ
ソ
蒐
集
漢
文
文
書
三
八
七
七
号
、
仁
井
田
、
前
掲
二
⑳
　
六
八
六
～
六

　
八
七
頁

⑭
　
ス
タ
イ
ソ
蒐
集
漢
文
文
書
一
二
八
五
号
、
仁
井
田
、
前
掲
二
⑳
　
六
八
八
～
六

　
八
九
頁

⑮
巌
慈
騨
離
婚
牒
、
仁
井
田
、
前
掲
二
⑰
、
一
四
三
～
一
四
四
頁

⑱
巷
は
前
述
の
よ
う
に
坊
内
の
街
路
の
こ
と
を
示
す
と
考
え
ら
れ
、
壁
は
「
晴
唐

　
の
市
に
爽
・
西
・
南
・
北
の
四
壁
が
あ
り
、
そ
の
壁
に
沿
う
て
店
難
が
あ
り
～
分

　
れ
て
若
干
行
と
な
っ
て
い
た
」
（
王
永
興
『
敦
規
窟
代
差
科
簿
処
理
』
、
西
村
元
佑

　
『
中
国
経
済
史
研
究
』
京
都
大
学
文
学
部
内
東
洋
史
研
究
会
、
一
九
六
六
年
置
五

　
五
殴
～
五
五
五
頁
、
に
よ
る
）
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
白
焼
の
場
合
に
は
潮
路
で
あ

　
つ
た
可
能
性
が
あ
愚
が
、
囁
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
坊
内
の
表
示

　
の
た
め
の
区
画
と
み
て
よ
く
、
②
等
の
場
合
も
同
様
で
あ
る
。

⑰
　
太
平
興
国
七
年
（
九
入
谷
）
家
屋
売
買
文
書
、
ス
タ
イ
ン
蒐
集
漢
文
文
書
＝
二

　
九
八
号
、
仁
井
田
　
前
掲
⑳
、
穴
九
〇
～
六
九
一
頁

⑱
太
平
興
国
九
年
（
九
八
四
）
家
屋
売
買
文
魯
、
ス
タ
イ
ソ
蒐
集
漢
文
文
書
三
八

　
三
五
号
、
仁
井
田
、
前
掲
⑳
　
六
九
一
頁

⑲
　
菜
修
行
が
羅
冊
子
や
桑
子
な
ど
を
と
り
あ
つ
か
う
（
大
谷
探
検
隊
将
来
文
書
三

　
〇
八
五
号
、
仁
井
田
、
前
掲
⑳
　
六
九
五
～
六
九
八
頁
、
お
よ
び
八
一
八
頁
）
市

　
の
一
画
と
考
え
ら
れ
る
（
行
に
つ
い
て
は
前
掲
⑯
）
か
ら
、
菜
市
は
本
来
類
似
の

　
も
の
を
扱
う
帯
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

⑳
　
日
野
前
掲
⑥

⑳
前
述
（
④
）
の
よ
う
に
、
同
時
代
に
お
け
る
土
地
の
表
示
が
坊
の
位
置
を
説
明

　
し
た
書
物
な
ど
と
異
な
っ
て
、
坊
名
が
最
も
重
要
な
名
称
で
あ
り
、
街
路
に
は
ふ

　
れ
て
い
な
い
こ
と
も
、
わ
ず
か
な
事
例
な
が
ら
注
目
し
て
お
き
た
い
。
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⑫
　
仁
井
田
、
前
掲
　
④
、
一
二
四
～
二
　
前
駆

⑳
礪
波
護
「
中
国
の
都
城
」
（
上
田
正
昭
編
『
都
城
』
社
会
思
想
社
、
所
収
）
、

　
一
九
七
六
年

　
秋
山
日
出
雄
　
　
「
漢
魏
洛
陽
城
と
永
寧
寺
」
　
（
岸
編
、
前
掲
三
①
所
収
）
．

⑳
　
入
矢
義
高
・
森
鹿
三
翻
訳
　
『
洛
陽
伽
藍
記
・
水
経
義
（
抄
）
』
平
凡
社
、
一
九
．

　
七
四
年
、
に
「
北
魏
洛
陽
伽
藍
図
」
が
付
さ
れ
て
い
る
。

四
　
日
本
の
都
城
プ
ラ
ン
と
土
地
表
示
法

唐代中国および律令期日本における土地表示法（金田）

　
A
　
藤
原
京
の
プ
ラ
ン
と
土
地
表
示
法

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

　
昭
和
四
十
四
年
に
、
そ
れ
ま
で
の
調
査
結
果
を
ふ
ま
え
て
岸
俊
男
が
推
定
し
た
藤
原
京
の
プ
ラ
ン
は
第
5
図
の
如
く
で
あ
る
。
東
西
を
中
ツ

道
と
下
ツ
道
、
南
北
を
ほ
ぼ
山
田
道
と
横
大
路
に
限
ら
れ
た
長
方
形
の
範
囲
を
、
一
辺
約
二
六
五
メ
ー
ト
ル
（
九
〇
〇
尺
）
の
正
方
形
の
坊
に
区

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
画
す
る
も
の
で
あ
る
。
坊
は
南
北
に
十
二
列
、

城京（北辺｝

平
城
宮

算

朱
選

宕 京 雀 左 京

路

1 5　913
2 6 1014
3 7 Il　15

坊
4　8 1216

・卜十’

堰＝G：
西
寮

厩
市

左京坊内の坪

一
条
　
一
一
粂
　
一
二
条
　
四
条
　
五
条
　
六
条
　
七
条
　
八
条
　
九
条

，gEtl21．Z！l．；III｝l！；ll；ik＝uskrcXlliibe：±　＝r」tfi±；tL．“ttslfJiT　lwhtp

横大路

1　ツ
コ

1道
：
1

　　　　　　1　；7

　　　　　　1這
　　　　　　1
藤原京　　　1

，
’

’

　
’
　
’

囲

坊
山田遺，

‘　　　　　　　　　｝I　　　　　　　　　　　　　　　　　　l

　　　第5図　藤原京と平城京のプラソ
（岸俊男の復原園をもとに，平域京に条坊呼称等

を記入，藤原京のそれを削除した）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

東
西
に
八
列
な
ら
び
、
大
宝
戸
令
や
大
化
改

　
④

新
詔
に
「
四
坊
置
令
一
人
」
と
あ
り
、
大
宝

職
員
令
に
「
左
京
職
右
京
職
准
此
」
　
「
坊
令
十

二
人
」
と
あ
る
こ
と
と
合
致
す
る
。
藤
原
京

へ
の
遷
都
は
持
統
天
皇
八
年
（
六
九
四
）
の
こ

と
で
あ
る
が
、
藤
原
京
の
位
置
の
選
定
は
天

武
天
皇
の
一
三
年
（
六
八
四
）
に
行
な
わ
れ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

い
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
発
掘
調
査
に
よ

れ
ば
、
大
路
・
小
路
に
あ
た
る
街
路
遺
構
が

藤
原
宮
域
に
ま
で
及
ん
で
お
り
、
し
か
も
藤
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原
野
の
各
遺
旨
よ
り
も
古
い
時
期
の
遣
物
を
含
み
、
宮
内
の
区
画
に
も
生
か
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
判
明
し
た
。
従
っ
て
、
坊
を
区
画
す
る
街

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

路
の
設
定
が
前
も
っ
て
始
ま
り
、
宮
の
造
営
は
こ
れ
よ
り
お
く
れ
て
持
統
天
皇
五
年
（
六
九
一
）
に
開
始
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

　
詳
言
に
つ
い
て
は
、
や
は
り
発
掘
調
査
に
よ
っ
て
、
右
京
七
条
一
群
に
相
当
す
る
部
分
で
は
十
字
に
交
叉
す
る
小
路
に
よ
っ
て
四
分
さ
れ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

い
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
他
の
坊
も
同
様
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
と
い
え
よ
う
。
　
『
日
本
書
紀
』
に
記
す
持
統
五
年
の
宅
地
班
給

例
で
は
、
　
「
上
戸
一
町
、
中
戸
半
町
、
下
戸
四
分
之
一
」
で
あ
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
道
路
で
四
分
さ
れ
て
い
た
坊
は
さ
ら
に
四

つ
の
地
筆
に
区
分
さ
れ
て
い
た
場
舎
が
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
。

　
さ
て
、
藤
原
京
に
お
け
る
土
地
表
示
法
に
つ
い
て
は
、
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
　
『
続
日
本
紀
』
文
武
天
皇
三
年
（
六
九
九
）
の
条
に

「
京
職
言
、
林
坊
（
下
略
）
」
と
記
さ
れ
、
ま
た
平
城
京
出
土
木
簡
に
「
左
京
小
羊
町
」
と
あ
る
の
が
藤
原
京
に
か
か
わ
る
と
考
え
ら
れ
て
い

⑧
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

る
こ
と
か
ら
、
少
な
く
と
も
坊
に
は
固
有
名
詞
が
付
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
街
路
名
や
坊
内
に
つ
い
て
は
現
在
ま
で
の
乏
こ
ろ

具
体
的
に
は
知
ら
れ
て
い
な
い
。

　
た
だ
、
藤
原
京
域
を
含
む
飛
鳥
一
帯
に
、
一
〇
六
メ
ー
ト
ル
を
基
準
尺
度
と
す
る
方
格
地
割
が
あ
り
、
そ
の
一
区
画
ご
と
に
数
詞
を
付
し
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

と
想
定
す
る
時
に
こ
れ
に
合
致
す
る
地
名
が
残
存
す
る
と
い
う
岸
の
指
摘
に
は
留
意
し
て
お
か
ね
ぼ
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
千
田
稔
は
、
同
じ
飛

鳥
に
約
八
八
メ
ー
ト
ル
方
格
の
計
画
地
割
を
想
定
し
、
中
ツ
道
お
よ
び
、
藤
原
指
南
辺
付
近
の
東
西
線
か
ら
の
数
詞
の
呼
称
の
可
能
性
を
検
討

　
⑪
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

し
て
い
る
こ
と
も
同
様
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
以
前
に
喜
田
貞
吉
が
、
橿
原
市
大
字
四
条
な
ど
を
藤
原
京
に
結
び
つ
け
た
考
え
と
共
に
、
藤
原
京

も
し
く
は
そ
れ
以
前
に
、
方
格
地
割
が
存
在
し
、
そ
こ
に
数
詞
に
よ
る
表
示
が
行
な
わ
れ
た
可
能
性
を
探
る
も
の
で
あ
る
。
右
の
可
能
性
が
正

し
い
と
す
れ
ば
、
後
述
の
よ
う
な
条
坊
呼
称
法
お
よ
び
条
里
呼
称
法
の
一
つ
の
原
初
的
形
態
を
そ
こ
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
な
る
が
、

さ
ら
に
研
究
の
進
展
を
待
た
ね
ぼ
な
ら
な
い
。

　
B
　
平
城
京
の
プ
ラ
ン
と
土
地
表
示
法

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

　
平
城
遷
都
は
盆
画
三
年
（
七
一
〇
）
の
こ
と
で
あ
り
、
途
中
恭
仁
義
な
ど
が
入
る
が
、
延
暦
三
年
（
七
八
四
）
に
長
岡
に
遷
都
さ
れ
る
ま
で
、
平
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唐代中国および律令期日木における土地表示法（金田）

城
京
は
ほ
ぼ
七
〇
年
間
の
都
で
あ
っ
た
。
平
城
京
は
地
割
形
態
に
よ
く
遣
構
を
残
し
て
お
り
、
ま
た
発
掘
調
査
も
進
ん
で
い
る
の
で
プ
ラ
ン
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

全
貌
が
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
第
5
図
の
よ
う
に
、
下
ツ
道
を
中
軸
と
し
て
、
ほ
ぼ
正
方
形
の
坊
を
南
北
に
九
列
、
菓
西
に
八
列
並
べ
る
部
分

を
基
本
と
し
、
さ
ら
に
東
側
と
北
側
に
張
り
出
し
の
あ
る
形
態
と
な
っ
て
い
る
。
大
路
に
区
画
さ
れ
た
坊
は
、
一
辺
約
五
三
〇
メ
ー
ト
ル
（
一

八
○
○
尺
）
の
正
方
形
を
原
則
と
す
る
が
、
こ
れ
は
坊
を
画
す
る
大
路
の
中
心
問
の
距
離
で
あ
り
、
各
坊
は
一
辺
一
八
○
○
尺
の
基
本
正
方
形
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

ら
周
囲
の
道
路
幅
を
除
い
た
区
画
と
な
り
、
大
路
の
幅
員
に
従
っ
て
若
干
の
大
小
が
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。

　
坊
の
内
部
は
小
路
ま
た
は
坊
間
大
路
に
よ
っ
て
ほ
ぼ
正
方
形
の
十
六
ブ
ロ
ッ
ク
に
区
画
さ
れ
て
い
る
。
藤
原
京
が
坊
を
小
路
で
四
分
し
て
い

る
の
と
大
き
な
違
い
で
あ
る
が
、
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
平
城
京
の
坊
は
藤
原
京
の
坊
の
約
4
倍
の
面
積
と
な
っ
て
い
る
か
ら
、
各

基
本
ブ
ロ
ッ
ク
は
ほ
ぼ
同
規
模
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
左
内
を
十
六
等
分
す
る
区
画
に
つ
い
て
、
前
述
の
よ
う
に
宿
白
は
第
3
図
の
よ
う
な
長

安
城
の
坊
内
の
呼
称
区
分
と
の
類
似
性
を
強
調
す
る
。
ま
た
、
や
は
り
前
述
の
よ
う
に
藤
原
京
の
下
戸
四
分
の
一
町
と
い
う
宅
地
班
給
基
準
か

ら
推
定
さ
れ
る
区
画
も
ま
た
藤
原
京
の
坊
の
十
六
分
の
一
に
相
当
す
る
。
し
か
し
そ
の
よ
う
に
考
え
た
と
し
て
も
、
長
安
城
・
藤
原
京
の
坊
内

区
分
は
、
坊
を
直
交
す
る
街
路
で
ま
ず
四
分
し
、
あ
と
は
こ
れ
よ
り
低
レ
ベ
ル
で
区
分
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
平
城
京
の
よ
う
に
単
純
に
十
六

等
分
す
る
方
式
と
は
大
き
く
異
な
る
と
い
わ
ね
ぼ
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
営
内
十
六
等
分
の
原
型
が
藤
原
京
も
し
く
は
長
安
城
に
あ
っ
た
と
し

て
も
、
平
城
京
の
段
階
に
お
け
る
大
き
な
転
換
を
認
め
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。

　
さ
て
、
こ
の
よ
う
な
平
城
京
に
お
け
る
土
地
表
示
法
に
も
ま
た
、
次
の
よ
う
に
藤
原
京
や
唐
の
両
京
と
大
き
な
違
い
が
あ
っ
た
。

　
ω
　
　
『
続
日
本
紀
』
霊
亀
二
年
（
七
一
六
）
五
月
一
六
日
条

　
　
六
條
四
坊

　
②
　
天
平
五
年
（
七
三
三
）
右
京
計
帳

　
　
右
京
三
條
三
坊

　
　
　
戸
主
於
伊
美
吉
子
首
戸
手
實
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⑰

　
㈲
　
天
平
一
九
年
（
七
四
七
）
大
安
寺
伽
藍
縁
起
井
流
記
資
財
帳

　
　
合
薗
地
賦
豊
離
離
攣
韓
碍

ω
・
②
に
よ
っ
て
、
平
城
京
で
は
坊
が
東
西
に
並
ぶ
列
を
条
、
南
北
に
並
ぶ
列
を
坊
と
称
し
、
何
条
何
坊
と
い
う
形
で
交
点
の
坊
の
位
置
を
示

し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
条
は
北
か
ら
南
へ
一
条
か
ら
九
条
ま
で
、
坊
は
朱
雀
大
路
に
あ
た
る
中
軸
線
か
ら
右
京
は
西
へ
四
坊
ま
で
、
左
京
は

東
へ
七
坊
ま
で
そ
れ
ぞ
れ
数
詞
で
数
え
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
ω
は
平
城
遷
都
か
ら
そ
れ
程
経
過
し
て
い
な
い
時
期
に
つ
い
て
の
記
述
で

あ
る
が
、
　
『
照
日
本
紀
』
の
完
成
は
延
暦
一
六
年
（
七
九
七
）
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
坊
の
表
示
が
平
城
京
完
成
と
同
時
に
行
な
わ

れ
た
も
の
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
速
断
で
き
な
い
。
い
ず
れ
に
し
ろ
、
②
の
よ
う
に
天
平
年
問
に
は
戸
主
の
本
貫
を
坊
で
表
示
し
て
い
る
例
が

確
認
さ
れ
、
こ
の
よ
う
な
表
添
景
は
東
大
寺
写
経
生
借
銭
解
な
ど
の
場
合
に
も
数
多
く
見
ら
れ
る
。
日
本
馬
の
戸
令
に
は
「
凡
京
毎
レ
静
置
一
一
長

一
人
こ
老
規
定
し
、
坊
が
京
域
外
に
お
け
る
「
里
」
（
霊
亀
元
年
（
七
一
五
）
以
後
の
郷
に
相
当
）
に
対
応
す
る
行
政
単
位
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

れ
る
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
例
が
坊
内
の
位
置
の
表
示
を
し
て
い
な
い
こ
と
に
不
思
議
は
な
い
。

　
と
こ
ろ
が
、
③
の
場
合
に
は
、
　
「
左
京
七
條
二
坊
十
四
坪
」
と
い
っ
た
表
示
法
と
な
っ
て
お
り
、
こ
れ
以
後
頻
出
す
る
資
料
に
よ
っ
て
左
京

で
は
坊
の
北
西
隅
か
ら
始
ま
っ
て
南
行
ず
る
千
鳥
式
で
、
右
京
で
は
北
東
隅
か
ら
始
ま
っ
て
南
行
ず
る
千
鳥
式
で
、
坊
内
の
十
六
区
画
に
一
ノ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

坪
～
十
六
ノ
坪
の
番
号
が
付
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ま
た
、
先
の
条
・
坊
と
同
様
に
平
城
京
プ
ラ
ン
の
当
初
か
ら
実
施
さ

れ
た
呼
称
法
で
あ
る
の
か
ど
う
か
を
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
藤
原
京
や
唐
の
愚
婦
に
は
全
く
見
ら
れ
な
か
っ
た
呼
称
法
で
あ
る
こ
と
に
な

る
。　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
す
な
わ
ち
、
平
城
京
で
は
、
そ
の
開
始
の
時
期
は
当
面
留
保
す
る
と
し
て
も
、
坊
を
単
位
と
し
て
、
数
詞
で
数
え
進
む
条
と
坊
で
表
示
し
、

そ
の
内
部
の
位
置
に
つ
い
て
も
十
六
等
分
さ
れ
た
区
画
に
や
は
り
機
械
的
に
番
号
を
付
し
て
表
示
し
た
の
で
あ
る
。
土
地
表
示
法
に
関
す
る
限

り
、
平
城
京
は
そ
れ
以
前
の
日
本
や
中
国
の
都
城
と
は
異
な
っ
た
画
期
的
な
シ
ス
テ
ム
を
確
立
し
た
こ
と
に
な
る
。
前
述
の
よ
う
に
、
唐
の
両

面
に
お
い
て
も
説
明
の
た
め
に
街
路
を
数
詞
で
数
え
る
こ
と
が
あ
っ
た
し
、
飛
鳥
で
も
数
詞
が
土
地
表
示
の
た
め
に
使
用
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
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る
が
、
そ
れ
が
体
系
的
に
整
備
さ
れ
、
使
用
さ
れ
た
点
に
お
い
て
、
平
城
京
は
際
だ
っ
た
特
徴
を
有
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
平
城
京
の
坊

の
大
き
さ
が
、
道
路
幅
の
違
い
に
よ
る
多
少
の
不
ぞ
ろ
い
が
あ
る
と
は
い
う
も
の
の
、
唐
の
両
京
の
そ
れ
に
比
べ
て
極
め
て
均
一
で
あ
る
こ
と

も
、
坊
内
の
画
一
的
な
十
六
等
分
と
共
に
注
目
し
て
お
く
べ
き
事
実
で
あ
ろ
う
。

　
平
城
京
の
坪
内
は
さ
ら
に
、
そ
の
十
六
分
野
一
を
基
本
と
す
る
宅
地
に
区
分
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
、
大
井
重
二
郎
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い

⑳る
。
左
京
八
条
三
坊
九
・
十
・
十
五
・
十
六
坪
な
ど
の
近
年
の
発
掘
に
よ
っ
て
も
、
坪
の
四
分
の
一
、
八
分
の
一
、
十
六
分
の
一
の
宅
地
に
区

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

画
さ
れ
て
い
る
例
が
知
ら
れ
て
い
る
。

　
平
城
京
の
街
路
名
に
つ
い
て
は
、
　
『
愛
日
本
紀
』
和
銅
三
年
（
七
一
〇
）
の
条
な
ど
に
「
朱
雀
路
」
と
み
え
る
の
が
下
ツ
道
に
通
じ
る
中
央
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

大
路
で
あ
る
が
、
そ
の
他
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
。
例
え
ば
次
の
よ
う
に
、
懐
抱
の
記
載
に
単
に
「
大
道
・
小
道
」
と
い
っ
た
だ
け
の
記
載

が
み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
他
の
街
路
に
は
特
に
名
称
が
な
か
っ
た
可
能
性
も
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
ω
　
神
護
景
雲
四
年
（
七
七
〇
）
普
光
寺
牒

　
　
相
換
地
壼
匿
二
分
之
一
　
蕨
対
髄
嫡
蝦
祉
王
地

　
　
檜
皮
葺
菓
屋
壼
宇
　
五
間
在
…
戸
三
具

　
　
　
右
在
左
京
二
條
七
坊

　
C
　
長
岡
京
・
平
安
京
の
プ
ラ
ン
と
土
地
表
示
法

　
平
城
京
に
お
い
て
完
成
し
た
蘭
一
的
・
機
械
的
な
数
詞
の
条
・
坊
・
坪
に
よ
る
土
地
表
示
法
は
、
均
一
な
大
き
さ
の
坊
と
十
六
等
分
さ
れ
た

坊
内
の
区
画
と
と
も
に
、
B
本
の
都
城
プ
ラ
ン
の
大
き
な
特
徴
と
な
っ
た
と
い
え
よ
う
。
こ
の
様
式
は
、
平
城
京
以
後
の
長
岡
京
や
平
安
京
に

も
基
本
的
に
踏
襲
さ
れ
、
あ
る
部
分
で
は
さ
ら
に
画
一
的
・
機
械
的
傾
向
を
お
し
進
め
る
こ
と
と
な
る
。

　
延
暦
三
年
（
七
八
四
）
か
ら
延
暦
一
三
年
ま
で
の
約
十
年
間
の
都
で
あ
っ
た
長
岡
京
で
は
、
街
路
や
坊
の
設
定
方
法
が
平
城
京
と
同
一
の
タ
イ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

プ
で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
て
い
る
が
、
土
地
表
示
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
な
例
が
あ
る
。
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㊧

　
ω
兎
延
暦
七
年
（
七
八
八
）
六
條
令
解

　
　
合
家
地
萱
塵
　
賑
骨
類
丈
三
三
坊
　
長
岡
京

　
　
　
右
　
得
左
京
六
條
一
坊
戸
主
（
下
略
）

戸
令
に
規
定
す
る
坊
令
や
数
詞
の
条
・
坊
に
よ
る
平
城
京
と
同
様
の
表
更
例
が
知
ら
れ
る
が
、
管
見
に
坊
内
の
表
示
例
の
あ
る
資
料
は
な
い
。

　
長
岡
京
か
ら
延
暦
一
三
年
（
七
九
四
）
に
遷
都
さ
れ
た
平
安
京
は
、
坊
の
大
き
さ
や
そ
の
内
部
の
区
画
が
ハ
平
城
京
以
上
に
画
一
的
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳
　
　
　
　
　
㊧

『
延
喜
式
』
が
記
し
て
い
る
よ
う
に
各
坊
内
の
十
六
の
町
は
道
路
幅
と
は
別
に
一
辺
四
〇
丈
の
正
方
形
に
区
画
さ
れ
て
い
た
。
第
6
図
の
よ
う

に
朱
雀
大
路
を
軸
と
し
て
完
全
に
左
右
対
象
の
プ
ラ
ン
で
あ
り
、
南
北
一
、
七
五
三
丈
、
東
西
一
、
五
〇
八
丈
の
長
方
形
の
外
形
を
も
っ
て
い

た
。
坊
は
基
本
的
に
南
北
九
列
、
直
垂
八
列
で
あ
り
、
こ
の
点
で
は
平
城
京
と
同
様
で
あ
る
が
、
北
辺
に
半
分
の
大
き
さ
の
坊
が
設
定
さ
れ
て

い
た
。
坊
内
が
小
路
も
し
く
は
大
路
に
よ
っ
て
十
六
等
分
さ
れ
て
い
る
点
も
同
様
で
あ
っ
た
。

　
た
だ
、
土
地
表
示
法
は
次
の
よ
う
に
や
x
異
な
っ
て
い
る
点
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

　
②
　
延
喜
一
二
年
（
九
＝
一
）
七
條
令
解

　
　
三
三
旧
地
騨
戸
主
在
一
坊
＋
五
町
西
一
行
北
四
五
六
七
門
　
立
物
（
下
略
）

す
な
わ
ち
、
左
右
京
の
各
面
を
数
詞
で
一
条
～
九
条
お
よ
び
一
意
～
四
坊
と
数
え
進
む
点
は
平
城
京
と
全
く
同
様
で
あ
り
、
坊
内
の
十
六
区
颪

に
番
号
を
付
す
こ
と
も
同
様
で
あ
る
が
、
　
「
坪
」
で
は
な
く
「
町
」
の
語
を
使
用
し
て
い
る
の
が
違
い
の
第
一
点
で
あ
る
。
違
い
の
第
二
点
は
、

そ
の
「
町
」
内
を
第
6
図
の
よ
う
に
四
行
裏
門
に
三
十
二
等
分
し
、
②
の
よ
う
に
h
西
一
行
書
四
五
六
七
門
」
と
い
っ
た
表
示
を
し
て
い
る
こ

と
で
あ
る
。
平
安
京
で
は
画
一
的
・
機
械
的
な
区
画
の
設
定
と
番
煎
付
け
は
坊
や
坊
内
の
町
に
と
ど
ま
ら
ず
、
町
内
部
に
ま
で
及
ん
で
い
る
こ

と
に
な
る
。

　
さ
て
、
数
詞
に
よ
る
条
坊
呼
称
法
は
平
城
京
で
す
で
に
完
成
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
平
安
京
で
は
最
初
か
ら
実
施
さ
れ
て
い
た
も
の
と
み

て
よ
い
。
r
と
こ
ろ
が
、
平
安
京
に
は
第
6
図
の
よ
う
な
固
有
名
詞
の
坊
名
が
存
在
し
た
こ
と
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
固
有
名
詞
の
揚
名
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は
、
麓
辰
三
郎
に
よ
れ
ば
、
弘
仁
九
年
（
八
一
八
）
に
犠
天
皇
の
唐
風
へ
の
強
い
志
向
の
中
で
命
名
さ
れ
た
と
さ
れ
如
か
ら
・
当
時
に
お
い

て
も
平
城
京
以
来
の
条
坊
呼
称
法
が
唐
風
で
は
な
い
と
い
う
認
識
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
平
安
京
で
は
ま
た
、
第
6
図
の
よ
う
に
そ
れ
ぞ
れ
の
大
路
が
固
有
名
詞
を
有
し
て
い
た
し
、
東
西
路
に
つ
い
て
は
一
条
～
九
条
の
数
詞
が
大
、

　
ぬ
　
あ
　
　
ゑ
　
ニ
　
ゑ
　
じ
　

灘
叢
磯
観
糖

　
漁
殉
醐

　
　
　
　
　
炊
大
条

四
坊

三
坊

elsoglt　　　　　　　右　　　京

xm－s一一一”v　　四　　　　三　　　　ニ　　　　一　　　　一
　　srJ　　　　　　土方　　　　　　‡万　　　　　　±乏「　　　　　　ま万

左

坊

M－MNH“一一N－ptnv’一一一

（
跳
平
調
×
銅
駝
坊
X
敦
某
坊
X
永
二
次
）
（
璽
風
坊
X
淳
風
坊
X
安
衆
坊
X
崇
仁
坊
X
陶
化
坊
｝

　
　
　
　
　
条
四
条
五
条
六
条
七
条
八
条

六条大路（
　　　a丈

七彙大路d
　　　8丈

九
　
条

妃
十
一
丈

槽
槽

八
　
娩
　
嬰

　
　
京
極
大
路

　
　
　
　
8
丈

　
　
東
溝
院
大
路

　
　
嘉
院
酸
鋤

　
　
　
　
　
原

　
　
　
　
姿
亮

　
．
大
営
大
野
縦

　
　
．
ナ
捧
エ
大
響
促

　
　
朱
雀
大
路

　
　
　
　
m
実
ソ

　
　
轟
課
野
フ

　
　
西
大
宮
大
路
　
フ

　
　
　
　
　
京

　
　
　
　
　
安

　
　
措
大
聖
平

　
　
　
　
　
図

　
　
歪
大
函
丈
6

　
　
　
　
　
第

　
　
、
豊
極
翻

路
名
と
な
っ
て
い
る
。
同
種
に
は
示
し
て
い
な
い
が
小
路
に

も
固
有
名
詞
が
付
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
周
知
の
と
こ
ろ
で
あ

る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
よ
う
な
街
路
名
は
平
安
京
の
当
初
か

ら
の
も
の
で
は
な
く
、
川
勝
政
太
郎
に
よ
れ
ば
、
　
「
平
安
京

の
社
会
の
人
々
の
生
活
上
の
要
求
か
ら
生
れ
」
た
も
の
で
、

「
凡
そ
一
条
天
皇
の
頃
を
以
て
」
出
揃
っ
た
も
の
走
考
え
ら

　
　
　
⑫

れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
次
の
よ
う
な
「
宮
城
南
大
路
」
と

は
二
条
大
路
、
　
「
南
極
大
路
」
と
は
九
条
大
路
に
ほ
か
な
ら

ず
、
r
「
大
宮
・
東
西
洞
院
」
と
い
う
九
条
家
本
『
延
喜
式
』

に
み
え
る
注
記
の
記
入
時
期
も
不
明
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

燭
。

し　
③
　
　
『
延
喜
式
』
左
右
京
職
京
程

　
　
宮
城
南
大
路
十
七
丈

　
　
次
山
ハ
大
曲
踏
各
八
丈

　
　
南
極
大
路
十
二
丈

　
　
　
　
　
（
中
略
）
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朱
雀
大
路
半
廣
十
四
丈

　
　
次
一
大
路
十
丈

　
　
次
一
大
路
十
二
丈
大
宮

　
　
次
二
大
路
各
八
丈
東
西
洞
院
也

　
　
東
極
大
路

ま
た
、
寛
壬
奪
（
八
九
〇
）
に
著
わ
さ
れ
た
『
侍
中
群
要
』
に
も
コ
条
大
路
心
室
、
二
条
以
下
如
恒
、
大
宮
大
運
籔
醸
齢
、
陽
明
門

大
路
、
待
謎
謎
大
路
響
、
上
東
門
大
路
東
京
、
上
西
門
大
路
西
京
、
京
極
大
嘗
、
堀
河
大
路
難
航
小
、
洞
院
東
大
下
紐
、
と
多
数
の
大
路

　
　
　
　
　
　
⑭

名
を
記
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
す
べ
て
が
後
世
の
も
の
と
同
一
で
は
な
い
こ
と
、
言
い
換
え
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
に
注
目
す
れ
ば
、
第

6
図
の
よ
う
な
街
路
名
が
固
定
す
る
ま
で
に
若
干
の
時
間
を
要
し
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
「
三
五
大
路
・
滋
藤
大
路
」
な
ど
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

名
称
は
、
長
保
四
年
（
一
〇
〇
二
）
に
は
所
領
の
四
二
を
限
る
為
に
実
際
に
使
用
さ
れ
て
い
る
。
右
の
川
勝
の
見
解
は
、
街
路
名
の
固
定
ま
た
は

定
着
の
段
階
と
し
て
従
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
藤
井
こ
の
み
は
こ
の
視
点
を
延
長
し
、
多
く
の
小
路
名
に
商
贔
名
を
冠
し
た
名
称
が
多
い
こ
と
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

ら
、
そ
の
背
景
に
平
安
京
の
都
市
と
し
て
の
「
商
業
的
発
展
」
を
推
定
し
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
な
街
路
名
の
成
立
理
由
は
と
も
か
く
と
し
て
、
第
6
図
の
よ
う
に
、
平
安
京
の
「
町
」
内
の
四
行
八
五
の
区
画
に
と
も
な
っ
て
、

さ
ら
に
小
径
が
通
じ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。
足
利
健
亮
は
そ
の
小
径
の
交
叉
を
「
十
字
」
と
称
し
た
可
能
性
を
提

　
　
　
　
⑰

起
し
て
い
る
が
、
こ
れ
に
従
え
ば
、
町
の
区
画
を
さ
ら
に
四
区
分
し
た
こ
と
に
な
り
、
平
安
京
に
お
け
る
爾
一
的
・
機
械
的
区
分
は
こ
こ
に
極

ま
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　
①
奈
良
県
教
育
委
員
会
編
『
藤
原
宮
－
国
道
五
号
線
バ
イ
パ
ス
に
伴
う
宮
川
　
　

称
が
付
し
て
あ
っ
た
。
同
じ
図
は
例
え
ば
左
の
＠
・
⑤
に
も
再
録
さ
れ
て
い
る
が
、

　
　
調
査
』
、
一
九
六
九
年
、
一
〇
六
～
一
二
六
頁
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠
岸
俊
男
　
「
飛
鳥
か
ら
平
城
へ
」
（
坪
井
・
岸
編
『
古
代
の
日
本
・
5
近
畿
』

　
②
　
第
5
図
は
も
と
も
と
前
掲
①
の
報
告
書
に
掲
戴
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
際
　
　
　
　
　
　
角
川
直
射
、
所
収
）
、
一
九
七
〇
年

　
　
に
は
恐
ら
く
説
明
の
た
め
に
、
藤
原
京
に
も
一
～
十
二
条
お
よ
び
一
～
四
坊
の
名
　
　
　
　
　
⑤
　
同
「
日
本
の
宮
都
と
中
国
の
都
誠
」
（
上
田
編
馬
前
掲
⑳
所
収
）
、
一
九
七
六
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唐代中国および律令期日本における土地表示法（金田）

　
　
年
。

⑥
の
図
は
①
の
も
の
と
同
じ
内
容
で
あ
る
の
に
対
し
、
⑤
の
図
で
は
、
条
坊
の
数

　
値
が
す
べ
て
除
か
れ
、
豪
た
考
古
学
の
成
果
を
ふ
ま
え
て
、
藤
原
京
の
口
内
を
四

　
分
す
る
道
路
が
記
入
さ
れ
、
同
様
に
平
城
京
に
も
坊
を
十
六
分
す
る
道
路
が
記
入

　
さ
れ
た
。

③
　
令
文
は
養
老
律
令
と
し
て
残
存
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
養
老
律
令
は
若
干
の
内

　
容
修
正
の
ほ
か
は
、
た
ん
に
字
句
等
の
修
正
を
施
し
た
に
す
ぎ
な
い
も
の
で
あ
っ

　
た
（
井
上
、
前
掲
一
⑧
）
か
ら
、
こ
の
冷
文
も
大
宝
令
の
規
定
、
す
な
わ
ち
時
の

　
都
で
あ
る
藤
原
京
に
適
用
さ
れ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

④
『
日
本
書
紀
』
大
化
二
年

⑤
岸
前
掲
②
③

⑥
　
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
　
　
「
藤
原
宮
第
1
6
次
（
北
）
の
調
査
」
、
同
『
飛
鳥
・

　
藤
原
宮
発
掘
調
査
概
報
』
五
、
｝
九
七
五
年
、

　
同
　
　
「
藤
原
宮
第
1
6
次
（
南
）
の
調
査
」
同
六
、
一
九
七
六
年

　
佐
藤
興
治
　
　
「
藤
原
京
」
　
（
岸
編
、
前
掲
三
①
所
収
）

⑦
　
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
『
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
報
』
　
九
七
三
・
一
九

　
七
四
年
、
三
八
i
四
〇
頁
、
同
　
『
飛
鳥
・
藤
原
宮
発
掘
調
査
既
報
』
五
、
一
九

　
七
五
年
、
一
三
～
一
八
頁

⑧
　
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
　
　
『
平
城
宮
木
簡
二
　
解
説
』
一
九
七
五
年
、
五
九

　
～
六
二
頁

⑨
喜
田
貞
吉
は
、
南
北
…
二
条
、
東
西
左
右
京
各
四
坊
の
藤
原
京
を
想
定
し
、
数

　
詞
の
条
坊
を
付
し
た
「
藤
原
京
条
坊
推
測
図
」
を
俘
製
し
て
い
る
（
『
藤
原
京
』

　
鵤
故
郷
舎
出
版
部
、
一
九
四
二
年
、
六
四
頁
）
。
一
方
、
「
林
坊
」
に
つ
い
て
も
指

　
請
し
て
お
り
（
五
～
頁
）
、
唐
の
両
京
の
如
く
「
各
坊
そ
れ
ぞ
れ
に
名
称
が
あ
っ

　
た
も
の
で
あ
ろ
う
」
　
（
六
五
頁
）
と
し
て
い
る
が
、
吉
島
に
現
在
の
橿
原
市
の
大

　
字
四
条
と
小
字
東
五
粂
・
西
五
条
の
地
名
を
右
の
よ
う
な
藤
原
京
条
坊
と
の
関
連

　
で
考
え
て
い
る
。

⑩
岸
俊
男
「
飛
鳥
と
方
格
地
割
」
（
『
史
林
』
五
三
－
四
）
、
一
九
七
〇
年

⑪
　
千
田
稔
　
　
「
道
と
地
割
の
計
画
」
　
（
『
環
境
文
化
』
五
一
）
、
一
九
八
一
年

　
　
同
　
　
「
倭
京
藤
原
京
問
題
と
地
名
」
（
『
地
理
臨
時
増
刊
地
名
の
世
界
陳
）
、
　
一
九

　
八
二
年

⑫
　
畜
田
　
前
掲
⑨

⑬
　
恭
仁
京
プ
ラ
ン
は
足
利
健
亮
に
よ
っ
て
復
原
さ
れ
た
（
④
「
恭
仁
京
の
歴
史
地

　
理
学
的
研
究
第
一
報
」
『
史
林
』
五
ニ
ー
三
、
一
九
六
九
年
、
⑤
「
恭
仁
京
域

　
の
復
原
」
　
『
社
会
科
学
論
集
』
四
・
五
、
一
九
七
三
年
）
が
、
条
坊
呼
称
法
や
坊

　
内
の
状
況
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
。
平
城
京
プ
ラ
ン
の
基
本
が
適
用
さ
れ
、
そ

　
の
呼
称
法
が
説
明
に
採
周
さ
れ
て
い
る
。
街
路
に
つ
い
て
は
、
朱
雀
の
遺
称
地
名

　
が
指
摘
さ
れ
（
＠
）
て
い
る
。

　
　
ま
た
、
難
波
京
に
つ
い
て
も
、
例
え
ば
藤
岡
謙
二
郎
は
、
雄
武
天
皇
の
難
波
京

　
を
南
北
九
条
、
東
西
八
坊
と
推
定
し
（
「
・
百
代
の
難
波
京
域
を
中
心
と
し
た
若
干

　
の
歴
史
地
理
学
的
考
察
」
、
織
田
武
雄
先
生
退
官
記
念
事
業
会
編
『
人
文
地
理
学

　
論
叢
』
柳
原
書
店
、
所
収
、
一
九
七
一
年
）
、
六
条
に
あ
た
る
場
所
に
遺
存
す
る

　
「
五
条
宮
」
が
条
坊
呼
称
に
か
か
わ
る
可
能
性
を
指
摘
し
て
い
る
。

⑭
　
宮
本
長
一
一
郎
（
「
平
城
京
」
、
岸
編
　
前
掲
薫
①
所
収
）
に
よ
れ
ば
、
昭
和
五
六

　
年
末
ま
で
の
一
五
年
間
に
、
平
斌
宮
内
を
除
い
て
、
艦
内
の
宅
地
、
条
坊
関
係
の

　
発
堀
…
は
二
六
〇
件
に
達
す
る
。

⑮
宮
本
（
前
掲
⑭
）
の
整
理
に
よ
れ
ば
、
平
城
京
の
用
尺
は
二
九
・
四
五
～
二
九

　
・
五
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
唐
大
尺
に
相
当
す
る

　
こ
と
に
な
る
。
岸
俊
男
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
（
「
都
城
と
律
令
国
家
」
喝
岩
波

　
講
座
日
本
歴
史
2
』
岩
波
書
店
、
所
収
、
…
九
七
五
年
）
藤
原
京
の
用
尺
が
高
麗

　
尺
と
考
え
ら
れ
る
（
前
掲
⑩
）
か
ら
、
藤
原
京
か
ら
平
城
京
へ
の
プ
ラ
ン
の
変
遷

　
は
同
晴
に
高
麗
尺
か
ら
唐
尺
へ
の
転
換
と
い
う
問
題
も
は
ら
む
こ
と
に
な
る
。

⑯
『
大
日
塞
宵
文
書
編
年
ζ
四
八
一
頁

⑰
　
　
『
大
日
本
古
文
書
　
編
年
二
』
六
一
一
四
～
六
六
二
頁
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⑱
し
か
し
、
戸
主
の
本
貫
を
示
す
の
で
は
な
く
、
例
え
ば
後
下
叫
の
よ
う
に
二
分

　
の
一
町
の
面
積
の
宅
地
の
表
示
を
す
る
際
に
も
、
条
坊
呼
称
法
に
よ
る
表
示
は
坊

　
ま
で
で
、
坪
の
表
示
が
な
く
、
四
至
に
よ
っ
て
坊
内
の
位
置
の
細
部
を
示
し
て
い

　
る
例
が
あ
り
、
愚
慮
が
残
る
。
ま
た
、
後
述
す
る
よ
う
な
、
坪
を
坊
と
表
記
し
た

　
例
も
あ
る
。

⑲
平
安
時
代
に
入
る
と
、
例
え
ば
「
平
城
京
左
京
二
條
五
坊
七
町
」
（
延
暦
二
三

　
年
（
入
〇
四
）
　
「
東
大
寺
家
地
相
換
券
文
」
『
平
安
遺
文
』
二
五
号
）
と
い
う
よ

　
う
に
、
　
「
坪
」
で
な
く
、
平
安
京
と
同
じ
よ
う
に
「
町
」
で
平
城
京
域
内
の
衷
示

　
を
し
て
い
る
例
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
例
の
背
景
に
は
、
平
安
京
の
例
に
準
じ
て

　
京
内
は
「
町
」
で
表
承
す
る
、
と
い
う
よ
う
な
認
識
が
存
在
し
た
可
能
性
を
指
摘

　
で
き
る
。

⑳
前
掲
⑱
の
よ
う
な
例
が
疑
問
を
残
す
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
喜
田
（
前
掲
⑨
五

　
一
頁
）
が
す
で
に
指
摘
し
て
い
る
平
城
京
の
「
松
井
坊
」
（
『
日
本
後
紀
』
延
暦
二

　
圏
年
）
、
お
よ
び
櫛
木
併
出
・
栄
原
永
遠
男
（
「
技
術
と
政
治
一
i
律
令
国
家
と
技

　
術
1
」
三
浦
圭
一
編
『
技
術
の
社
会
史
1
』
有
斐
閣
、
一
九
八
二
年
、
所
収
）

　
が
紹
介
し
て
い
る
「
木
屋
坊
」
（
『
大
目
本
古
文
書
』
編
年
二
、
天
平
一
七
年
（
七

　
四
五
）
四
〇
一
～
四
〇
二
頁
、
同
一
五
、
二
〇
〇
頁
）
の
坊
名
が
知
ら
れ
て
い
る

　
こ
と
も
想
起
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
前
者
の
性
格
に
つ
い
て
は
不
明
と
し
て

　
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
後
者
に
つ
い
て
は
櫛
木
・
栄
原
が
「
門
内
区
画
と
し
て

　
の
坊
よ
り
も
、
寺
院
・
官
衙
関
係
の
施
設
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
」
と
し
て
い
る

　
こ
と
に
注
目
し
た
い
。

⑳
　
大
井
重
二
郎
　
　
『
平
域
京
と
条
坊
制
度
の
研
究
』
、
初
音
書
房
、
一
九
六
六
年
、

　
一
八
一
～
二
〇
一
頁

＠
　
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
　
　
『
平
城
京
左
京
八
条
三
坊
発
掘
調
査
概
報
－
東

　
市
周
辺
東
北
地
域
の
調
査
一
』
、
一
九
七
六
年
、
六
～
二
四
頁

⑳
　
同
じ
名
称
は
天
平
一
六
年
に
も
見
え
る
が
、
朱
雀
は
本
来
方
位
に
か
か
わ
る
名

　
称
で
あ
り
、
例
え
ば
天
平
宝
字
五
年
（
七
六
一
）
に
平
城
京
と
は
関
係
の
な
い
大

　
和
国
十
市
郡
池
上
郷
の
土
地
の
四
至
に
朱
雀
路
の
名
称
が
見
え
る
（
後
勘
五
ω
）

　
こ
と
も
想
起
さ
れ
る
。

⑳
　
『
大
日
本
古
文
譜
　
編
年
六
』
一
～
二
頁

⑮
向
日
市
教
育
委
員
会
編
　

『
第
一
回
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
長
岡
京
跡
資
料
』
、
一
九
八

　
一
年

　
　
同
　
『
向
日
市
埋
蔵
文
化
財
調
査
報
告
書
　
第
7
集
』
　
一
九
入
一
年
、
＝
一

　
四
～
一
二
六
頁

⑳
　
　
『
平
安
遺
文
』
四
号

⑳
　
『
延
欝
式
』
左
翼
京
職
に
は
、
南
北
に
「
町
辮
八
、
強
要
丈
」
、
東
西
に
「
町

　
十
六
、
各
歯
冠
」
と
記
し
て
い
る
。

⑱
　
足
利
健
亮
　
　
「
平
安
京
の
変
遷
」
　
（
織
田
・
林
屋
編
『
講
談
社
版
　
豊
本
の
文

　
化
地
理
　
京
都
・
滋
賀
』
講
談
社
、
所
収
）
、
一
九
六
八
年

　
　
な
お
、
平
安
京
を
め
ぐ
る
膨
大
な
研
究
の
蓄
積
は
井
上
満
郎
『
研
究
史
平
安
京
』

　
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
○
年
、
に
く
わ
し
い
。
ま
た
、
佐
々
木
英
夫
「
平
安
京
の

　
条
坊
復
原
」
（
平
安
博
物
館
編
『
日
本
古
代
学
論
集
』
古
代
学
協
会
、
所
収
）
、
一

　
九
七
九
年
、
も
便
利
で
あ
る
。

＠
　
北
野
貞
子
（
「
第
一
次
平
安
京
」
　
の
北
辺
部
i
初
期
平
安
山
昂
の
…
構
造
（
そ
の

　
一
）
一
、
　
『
京
都
市
史
編
さ
ん
通
僧
』
　
一
六
三
、
　
一
九
八
二
年
）
は
、
平
安
京

　
の
北
辺
坊
が
、
後
に
拡
大
さ
れ
た
部
分
で
あ
る
と
の
推
論
を
述
べ
て
い
る
。
曲
論

　
を
待
た
ね
ぱ
な
ら
な
い
が
、
右
の
推
定
に
従
う
と
す
れ
ば
、
平
安
京
の
初
期
プ
ラ

　
ン
に
お
け
る
坊
は
、
す
べ
て
完
全
に
同
一
の
規
模
と
な
る
。

⑳
『
平
安
遺
文
』
二
〇
七
弩
、
延
長
七
年
（
九
二
九
）
の
同
家
地
を
め
ぐ
る
「
七

　
條
令
解
」
（
『
平
安
遺
文
』
一
一
三
一
一
号
）
に
よ
っ
て
、
こ
の
七
条
一
坊
が
左
京
で
あ

　
る
こ
と
が
わ
か
る
。

⑳
林
屋
辰
三
郎
　
「
後
院
の
創
設
一
嵯
峨
上
皇
と
檀
林
寺
を
め
ぐ
っ
て
」
（
日

　
本
史
研
究
会
史
料
研
究
部
会
編
『
中
世
日
本
の
歴
史
像
』
創
発
社
、
所
収
）
、
　
一

　
九
七
八
年
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⑫
　
川
勝
政
太
郎
　
　
「
平
安
京
の
街
路
名
と
地
点
指
示
」
（
『
史
　
と
美
術
』
一
四
－

　
三
）
、
一
九
四
三
年
、
同
、
「
平
安
京
の
街
路
及
び
地
点
指
示
法
に
つ
い
て
」
（
『
史

　
迩
と
美
術
』
二
五
一
四
・
五
）
、
一
九
五
五
年

⑳
　
九
条
家
本
は
鎌
倉
初
期
に
成
立
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
（
宮
城
栄
昌
『
延
喜

　
式
の
研
究
論
述
篇
』
大
修
館
書
店
、
一
九
五
七
年
、
三
〇
頁
〉
。

＠
　
橘
広
相
　
　
『
侍
中
群
要
』
第
七
、
　
『
続
々
群
書
類
従
』
第
七
。

　
瀧
浪
貞
子
　
「
一
条
大
路
の
北
上
一
初
期
平
安
京
の
構
造
（
そ
の
一
…
）
i
」

　
（
『
京
都
市
史
編
さ
ん
通
儒
』
一
六
四
、
　
一
九
八
三
年
）
は
、
こ
の
記
述
を
平
安

　
京
域
の
北
へ
の
拡
大
の
一
巻
と
し
て
い
る
。

魎
　
長
保
四
年
「
山
城
国
珍
皇
寺
領
坪
付
案
扁
、
　
『
平
安
遺
文
』
四
二
一
号

⑳
　
藤
井
こ
の
み
「
平
安
京
の
変
質
と
小
路
名
」
　
（
『
日
本
史
研
究
』
九
三
）
、
一
九

　
六
七
年

⑳
　
足
利
、
前
掲
⑱

　
　
同
　
「
辻
子
再
論
」
　
（
橿
原
考
古
学
研
究
所
編
『
橿
原
考
古
学
研
究
所
論
集

　
第
五
』
吉
川
弘
文
館
、
所
収
）
、
一
九
七
九
年

五
　
条
里
・
条
坊
呼
称
法
の
起
源
と
特
性
に
つ
い
て
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、
A
、
・
条
里
・
条
坊
呼
称
法
の
成
立
プ
ロ
セ
ス
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，

　
唐
墨
中
国
に
お
け
る
農
地
の
土
地
表
示
は
、
県
・
郷
・
里
な
ど
の
行
政
単
位
や
村
・
渠
な
ど
の
固
有
名
詞
で
そ
の
所
在
を
示
し
、
四
至
を
記

載
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
境
域
を
確
定
す
る
の
が
一
般
的
で
あ
っ
た
。
州
県
城
な
ど
の
主
要
な
国
旗
物
か
ら
の
方
向
と
距
離
を
加
え
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
よ
り
明
確
に
示
す
場
合
も
多
か
っ
た
。
数
詞
を
使
用
し
た
渠
名
や
堰
名
な
ど
も
散
見
す
る
が
、
こ
れ
を
数
詞
に
よ
る
一
定
の
土
地

表
示
シ
ス
テ
ム
に
直
結
さ
せ
て
考
え
る
こ
と
は
、
現
在
の
と
こ
ろ
困
難
で
あ
る
。

．
律
令
期
の
日
本
の
場
合
、
八
世
紀
の
中
頃
か
ら
は
「
条
－
里
一
坪
（
番
号
）
」
と
い
う
統
一
的
・
・
機
械
的
な
土
地
表
示
法
が
広
く
使
用
さ
れ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

い
た
こ
と
は
冒
頭
に
述
べ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
唐
の
状
況
と
全
く
異
な
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
よ
う
な
条
里
呼
称
法
が
確
立
す
る
以
前
に
お
い

て
は
、
一
定
の
地
域
を
示
し
た
上
で
、
次
の
よ
う
に
「
小
字
地
名
的
名
称
」
も
し
く
は
四
温
の
記
載
の
み
に
よ
っ
て
明
確
な
土
地
表
示
を
行
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
9
③

　
ω
　
天
平
勝
宝
九
年
（
七
五
七
）
法
隆
寺
文
書

　
　
（
讃
岐
国
鵜
足
郡
法
隆
寺
領
）

35 （333）



　
　
上
原
田
八
段

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

　
②
　
天
平
宝
字
五
年
（
七
六
一
）
大
和
国
十
市
郡
売
買
地
券
文
解

　
　
合
地
試
蔑
　
並
在
＋
市
郡
池
上
郷

　
　
一
匠
地
参
段
　
在
板
倉
萱
宇
板
屋
参
宇
　
蘇
灘
権
鱗
南
姻
職
賑
伽
齢
欄
智
地

ω
の
よ
う
に
小
字
地
名
男
名
称
す
な
わ
ち
固
有
名
詞
を
列
挙
し
て
い
く
表
示
様
式
に
は
、
例
え
ば
敦
燦
の
B
⑦
の
事
例
な
ど
と
の
共
通
性
を
認

め
得
る
可
能
性
が
あ
る
。
②
の
よ
う
に
行
政
単
位
と
四
囲
を
記
載
す
る
様
式
に
は
唐
代
中
園
の
土
地
表
示
法
と
の
さ
ら
に
強
い
類
似
性
を
見
い

出
す
こ
と
も
不
可
能
で
は
な
い
。

　
こ
の
よ
う
に
、
条
里
呼
称
法
が
確
立
し
て
条
里
プ
ラ
ン
が
完
成
す
る
前
の
段
階
に
お
け
る
土
地
表
示
法
が
、
無
代
の
そ
れ
と
共
通
す
る
と
み

な
し
得
る
な
ら
ば
、
条
里
プ
ラ
ン
へ
の
条
里
呼
称
法
の
導
入
と
そ
の
展
閉
は
、
唐
代
に
は
一
般
的
で
な
か
っ
た
土
地
表
示
法
の
日
本
で
の
完
成

と
一
般
化
で
あ
っ
た
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。
も
と
よ
り
こ
の
よ
う
な
想
定
は
、
条
里
呼
称
法
的
な
統
一
的
・
機
械
的
土
地
表
示
シ
ス
テ

ム
が
中
国
に
存
在
し
な
か
っ
た
と
か
、
条
里
呼
称
法
が
完
全
に
日
本
起
源
の
も
の
で
あ
っ
た
と
か
、
と
い
う
議
論
に
直
接
結
び
つ
く
も
の
で
は

　
⑤

な
い
。
日
本
の
条
里
プ
ラ
ン
に
つ
い
て
の
知
見
に
比
べ
れ
ば
、
唐
代
の
方
格
地
割
に
つ
い
て
は
は
る
か
に
不
明
の
部
分
が
多
く
、
有
効
な
対
比

が
十
分
に
で
き
な
い
こ
と
を
考
慮
す
る
必
要
も
あ
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
こ
の
よ
う
な
唐
代
中
国
と
律
令
期
日
本
の
農
地
あ
る
い
は
村
落
部
分
に
関
す
る
土
地
表
示
法
と
ほ
ぼ
完
全
に
並
行
す
る
状
況
を
、

前
述
の
よ
う
な
都
城
プ
ラ
ン
に
お
い
て
も
旧
い
繊
し
得
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。

　
乱
雲
中
国
の
都
城
や
州
県
城
な
ど
の
市
街
地
に
お
い
て
は
、
逐
一
固
有
名
詞
が
付
さ
れ
た
坊
が
設
定
さ
れ
て
お
り
、
土
地
表
示
は
ま
ず
こ
の

坊
名
を
記
し
た
上
で
、
そ
の
内
部
を
、
角
・
隅
・
門
・
十
字
街
な
ど
か
ら
の
方
位
で
記
す
の
が
一
般
的
で
あ
っ
た
。
坊
の
大
き
さ
や
そ
の
内
部

の
道
路
、
門
の
位
置
や
数
な
ど
が
必
ず
し
も
画
一
的
で
な
か
っ
た
点
に
も
す
で
に
注
意
し
た
。

　
こ
れ
に
対
し
て
日
本
の
場
合
、
平
城
京
に
お
い
て
確
立
し
た
数
詞
に
よ
る
条
・
坊
と
、
坊
内
部
に
お
け
る
坪
の
表
示
法
は
、
や
は
り
唐
代
の
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中
国
で
は
使
用
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
シ
ス
テ
ム
で
あ
っ
た
。
し
か
も
、
平
城
京
よ
り
前
の
藤
原
京
で
は
、
唐
の
両
京
の
よ
う
に
坊
に
は
固
有
名

詞
が
付
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
、
坊
内
部
が
基
本
的
に
四
区
分
で
あ
っ
た
こ
と
も
同
様
で
あ
る
。
都
城
に
お
け
る
土
地
表
示
法
に
お
い
て

も
ま
た
、
唐
代
中
国
に
は
み
ら
れ
な
か
っ
た
方
法
が
日
本
で
完
成
し
、
一
般
化
し
た
こ
と
に
な
る
。
し
か
も
、
こ
の
よ
う
に
機
械
的
・
統
一
的

な
数
詞
に
よ
る
条
坊
呼
称
法
が
採
用
さ
れ
た
平
城
京
で
は
、
坊
の
形
や
大
き
さ
も
、
唐
の
両
京
に
比
べ
れ
ば
は
る
か
に
画
一
的
で
あ
る
。
こ
の

傾
向
は
平
安
京
で
は
さ
ら
に
顕
著
と
な
り
、
坊
の
大
き
さ
も
、
そ
の
内
部
を
十
六
分
し
た
町
の
大
き
さ
も
完
全
に
同
～
に
し
た
上
に
、
町
の
区

画
内
に
ま
で
四
行
八
門
の
規
則
的
な
区
画
を
施
し
て
数
詞
で
表
示
し
て
い
た
。

　
以
上
が
、
玉
代
中
国
と
律
令
期
日
本
の
土
地
表
示
法
に
つ
い
て
の
整
理
の
結
果
導
き
出
し
得
る
条
里
・
条
坊
呼
称
法
の
成
立
プ
ロ
セ
ス
の
並

行
性
で
あ
る
。
平
城
京
で
完
成
し
た
条
坊
呼
称
法
が
、
そ
の
プ
ラ
ン
の
当
初
か
ら
存
在
し
た
の
か
ど
う
か
は
速
断
で
き
な
い
が
、
前
述
の
よ
う

に
和
銅
三
年
（
七
一
〇
）
の
遷
都
頃
か
、
条
・
坊
に
つ
い
て
は
以
後
遅
く
と
も
天
平
五
年
目
七
三
三
）
ま
で
に
、
坪
に
つ
い
て
も
天
平
一
九
年
（
七

四
七
）
ま
で
に
完
成
し
て
い
る
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。
　
い
ず
れ
に
し
ろ
八
世
紀
前
半
に
導
入
さ
れ
た
土
地
表
示
法
で
あ
る
か
ら
、
七
四
〇
年
代

頃
に
導
入
さ
れ
た
条
里
呼
称
法
と
相
前
後
す
る
時
期
に
成
立
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

　
そ
こ
で
、
条
里
呼
称
法
と
条
坊
呼
称
法
と
の
前
後
関
係
や
、
そ
の
特
性
に
つ
い
て
も
う
少
し
検
討
を
進
め
て
み
た
い
。

　
8
　
条
里
・
条
坊
呼
称
法
の
関
係
に
つ
い
て

　
条
黒
呼
称
法
は
、
す
で
に
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
当
初
の
段
階
で
は
一
般
に
墨
の
内
部
に
つ
い
て
は
、
　
「
条
里
坪
番
号
＋
小
字
地
名
的
名

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

称
」
の
形
で
使
用
さ
れ
、
や
が
て
「
条
里
坪
付
」
の
み
に
よ
る
表
示
へ
と
変
遷
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

　
と
こ
ろ
が
、
越
前
国
で
は
次
の
よ
う
に
「
坊
」
の
用
例
が
加
わ
る
。

ω
天
平
神
護
二
年
（
圭
ハ
さ
越
前
国
鵜

　
　
（
丹
生
郡
）

　
　
西
北
十
八
條
一
野
依
照
里
錯
二
葦
原
田
難
段
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（
中
略
）

　
　
辮
三
葦
原
田
分
弐
段
　
賀
茂
郷
戸
主
佐
味
大
長
戸
同
礒
守
墾

　
　
同
坊
分
捌
段
　
同
佐
味
入
麻
呂
奪
取
田

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

　
②
　
天
平
神
護
二
年
越
前
国
足
羽
郡
司
解

　
　
所
訴
田
八
段
　
酉
南
四
條
七
桑
原
西
璽
八
坊
　
葉
川
庄
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

　
③
　
延
暦
一
五
年
（
七
九
六
）
越
前
国
坂
井
郡
符

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
百
）

　
　
［
］
九
條
一
里
九
□
七
段
　
昔
二
坊
八
段
□
六
十
歩

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

　
ω
　
承
安
四
年
（
＝
七
四
）
越
前
国
一
品
田
勅
旨
田
坪
付

　
　
西
北
萱
条
壼
里
参
坪
萱
町

ω
で
は
、
　
「
光
三
葦
原
田
」
と
同
一
の
坪
に
相
殺
す
る
区
画
を
繰
り
返
す
時
に
「
高
坊
」
と
表
現
し
て
お
り
、
同
文
書
中
に
も
う
一
例
用
例
が

あ
る
。
②
・
㈲
は
、
奈
良
時
代
の
越
前
国
に
お
け
る
土
地
表
示
例
の
中
で
は
極
め
て
特
異
な
例
で
あ
る
が
、
後
に
一
般
化
す
る
¢
0
の
よ
う
な

「
坪
」
の
語
と
同
様
の
使
わ
れ
方
を
し
て
い
る
例
で
あ
る
。
　
「
数
詞
＋
坪
」
の
様
式
の
初
見
が
山
城
国
の
延
暦
一
九
年
（
八
○
○
）
の
例
で
あ
り
、

平
安
期
に
ω
～
㈲
の
よ
う
な
坊
の
使
用
例
が
見
様
ら
な
い
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
例
は
「
坪
」
の
語
が
定
着
す
る
ま
で
の
過
渡
的
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

段
階
で
の
使
用
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

　
さ
て
、
ω
の
よ
う
な
初
期
の
段
階
の
条
里
呼
称
法
の
初
見
は
、
天
平
一
五
年
（
七
四
三
）
の
山
背
国
に
お
け
る
例
で
あ
り
、
条
・
坊
の
数
詞
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

よ
る
機
械
的
な
表
示
と
い
う
点
で
は
、
確
実
に
条
坊
呼
称
法
の
方
が
条
里
呼
称
法
の
完
成
に
先
行
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
条
坊
呼
称
法

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

が
導
入
さ
れ
た
平
城
京
で
は
、
　
「
坊
」
内
の
十
六
の
区
画
を
「
坪
」
と
表
記
し
て
い
た
こ
と
を
想
起
し
た
い
。
一
方
、
平
安
京
で
は
、
平
城
京

の
「
坪
」
に
あ
た
る
区
画
が
「
町
」
と
表
記
さ
れ
て
い
た
。
従
っ
て
、
奈
良
時
代
の
条
坊
呼
称
法
の
基
本
区
画
が
坪
、
条
里
呼
称
法
の
そ
れ
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

坊
と
呼
ば
れ
て
い
た
こ
と
に
な
り
、
平
安
時
代
に
は
前
者
が
町
、
後
者
が
坪
と
表
記
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
使
い
わ
け
は
、
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当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
両
呼
称
法
の
密
接
な
関
係
を
示
す
と
と
も
に
、
条
坊
呼
称
法
が
条
里
呼
称
法
に
先
行
し
て
完
成
し
た
こ
と
を
示
す
可
能

　
　
　
⑰

性
も
あ
る
。

　
い
ず
れ
に
し
ろ
、
条
里
プ
ラ
ン
の
里
の
区
画
の
設
定
に
比
べ
れ
ば
、
条
坊
プ
ラ
ン
の
坊
の
区
画
の
方
が
先
行
し
て
存
在
し
て
い
た
わ
け
で
あ

り
、
条
里
呼
称
法
は
こ
の
点
に
お
い
て
、
当
然
条
坊
呼
称
法
の
影
響
下
に
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
藤
原
京
に
お
い
て
、
坊
に
固
有
名
詞
が
付
さ

れ
て
い
た
こ
と
は
．
確
実
で
あ
る
が
、
例
え
ば
数
詞
の
条
の
如
き
呼
称
が
併
用
さ
れ
た
か
ど
う
か
が
不
明
で
あ
り
、
飛
鳥
に
つ
い
て
の
前
述
の
よ

う
な
想
定
も
あ
る
の
で
、
数
詞
の
条
・
坊
の
導
入
の
背
景
を
憶
測
す
る
こ
と
は
避
け
た
い
。
し
か
し
、
条
坊
呼
称
法
が
完
成
し
た
平
城
京
の
坊

の
規
模
の
由
来
は
前
述
の
よ
う
に
明
ら
か
で
あ
る
。
従
っ
て
、
鴬
遷
の
区
画
の
表
示
の
た
め
に
採
用
さ
れ
た
一
ノ
坪
～
十
六
ノ
坪
の
数
詞
に
よ

る
表
示
法
導
入
の
理
由
は
、
容
易
に
次
の
よ
う
に
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
す
な
わ
ち
、
藤
原
京
で
は
坊
内
が
四
区
分
で
あ
っ
た
か
ら
、
方
位
な
ど
に
よ
っ
て
簡
単
に
表
示
す
る
こ
と
が
で
き
た
筈
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、

平
城
京
で
は
坊
の
面
積
が
約
四
倍
に
な
り
、
十
六
等
分
さ
れ
た
内
部
の
区
画
の
表
示
に
困
る
こ
と
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
唐
の
両
京
の
よ
う

な
表
示
法
が
知
ら
れ
て
い
た
可
能
性
は
高
い
が
、
前
述
の
よ
う
に
極
め
て
煩
雑
な
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
も
、
平
城
京
で
は
坊
の
区
画
の
完
結

　
　
　
⑱

性
が
低
く
、
ま
た
均
等
な
十
六
等
分
で
あ
る
坊
内
部
の
区
画
に
つ
い
て
、
唐
風
の
表
示
法
は
な
じ
み
難
い
と
思
わ
れ
る
。
従
っ
て
、
坊
の
表
示

と
同
じ
よ
う
に
数
詞
を
採
用
す
る
の
が
、
最
も
含
理
的
で
あ
っ
た
。
た
だ
、
条
坊
呼
称
法
に
お
け
る
一
～
十
六
ノ
坪
の
舶
載
表
示
法
が
確
実
に

条
里
呼
称
法
の
完
成
に
先
行
し
た
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
当
面
留
保
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
と
こ
ろ
が
、
一
方
面
条
墨
呼
称
法
の
里
の
規
模
の
決
定
あ
る
い
は
導
入
の
理
由
は
、
現
在
ま
で
の
と
こ
ろ
不
明
で
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
な

い
。
条
里
呼
称
法
の
導
入
時
に
は
、
少
な
く
と
も
内
部
を
十
六
等
分
し
た
坊
の
区
薗
は
す
で
に
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
条
里
の
里
の
区

画
は
、
周
知
の
よ
う
に
面
積
一
町
（
約
一
・
二
ヘ
ク
タ
ー
ル
）
、
一
辺
一
町
（
約
一
〇
九
メ
ー
ト
ル
）
四
方
の
区
画
を
縦
横
各
六
個
つ
つ
な
ら
べ
た
正

方
形
で
あ
り
、
内
部
は
三
十
六
区
画
で
あ
る
。
矢
守
一
彦
が
、
平
安
京
プ
ラ
ン
に
卓
越
す
る
平
調
の
基
準
尺
度
あ
る
い
は
四
町
・
四
王
と
い
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

た
区
画
数
の
編
成
な
ど
を
指
摘
し
て
い
る
こ
と
に
も
留
意
し
て
お
か
ね
ぼ
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
こ
の
区
画
数
は
唐
の
両
京
プ
ラ
ン
の
延
長
上
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に
あ
る
と
し
て
も
、
条
里
の
里
の
区
画
は
別
の
原
理
で
設
定
さ
れ
た
も
の
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
C
　
条
里
呼
称
法
の
里
の
区
画
の
規
模
に
つ
い
て

　
一
辺
約
一
〇
九
メ
ー
ト
ル
四
方
の
坪
に
構
当
す
る
区
爾
は
、
田
令
に
「
塩
田
、
長
贈
爵
、
廣
十
二
歩
爲
レ
段
、
十
段
爲
レ
町
扁
、
と
規
定
す
る

面
積
と
合
致
す
る
も
の
で
あ
り
、
制
度
上
も
矛
盾
は
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
区
画
を
三
十
六
個
集
め
た
正
方
形
を
里
と
い
う
条
里
プ
ラ
ン
の

上
位
の
単
位
と
し
た
根
拠
が
判
明
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
里
の
区
画
は
八
世
紀
中
頃
以
来
、
極
め
て
広
ぐ
使
用
さ

れ
、
土
地
計
言
上
の
重
要
な
単
位
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
条
坊
プ
ラ
ン
の
坊
を
構
成
す
る
区
画
数
と
別
個
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
前
述

の
如
く
で
あ
り
、
先
に
ふ
れ
た
井
田
制
を
は
じ
め
と
す
る
斜
格
地
割
制
度
も
し
く
は
そ
の
理
念
に
も
、
六
あ
る
い
は
三
十
六
と
い
っ
た
数
値
や

単
位
は
直
接
示
さ
れ
て
い
な
い
。
『
周
礼
』
の
「
井
」
は
九
区
画
で
あ
り
、
「
井
」
の
四
倍
が
「
邑
」
、
そ
の
ま
た
四
倍
が
「
丘
」
、
さ
ら
に
「
十

夫
」
ご
と
に
蚕
・
「
夏
」
ご
と
に
「
油
」
△
と
い
・
た
例
が
み
ら
れ
る
だ
け
で
あ
る
・
仮
り
に
唐
戸
伽
の
数
値
を
み
て
も
・
「
百
戸
」
で

「
里
」
、
　
「
五
里
」
で
「
郷
」
、
あ
る
い
は
「
百
家
」
で
「
郷
」
、
　
「
五
家
」
で
「
保
」
と
い
っ
た
具
合
で
あ
る
。

　
日
本
令
に
条
里
呼
称
法
の
規
定
が
な
い
の
は
、
そ
の
導
入
の
時
期
か
ら
み
て
も
当
然
で
あ
る
が
、
例
え
ば
雑
令
の
「
輝
度
レ
地
、
以
二
五
尺
一

心
レ
歩
ハ
三
百
歩
爲
レ
里
」
と
い
う
尺
度
規
定
か
ら
み
れ
ば
、
む
し
ろ
矛
盾
に
結
び
つ
く
可
能
性
の
方
が
大
き
い
。
す
な
わ
ち
、
前
掲
の
田
令
の

規
定
に
よ
れ
ば
、
坪
に
相
妾
す
る
区
繭
の
一
辺
は
六
十
歩
で
な
け
れ
ぼ
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
か
ら
、
里
の
一
辺
は
三
六
〇
歩
と
な
る
。
条
里

プ
ラ
ン
の
里
の
一
辺
が
三
六
〇
歩
で
あ
る
こ
と
と
、
雑
令
に
規
定
す
る
着
地
尺
の
里
が
三
〇
〇
歩
で
あ
る
こ
と
と
は
、
そ
の
ま
ま
で
必
ず
し
も

矛
盾
し
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。
し
か
し
、
里
制
あ
る
い
は
郷
里
制
の
里
と
条
里
プ
ラ
ン
の
里
が
制
度
上
は
使
用
時
期
が
ず
れ
る
か
ら
用
語
上

の
問
題
が
な
い
こ
と
か
ら
す
れ
ぽ
、
条
里
プ
ラ
ン
の
里
と
度
地
尺
の
単
位
の
里
は
同
時
期
に
並
行
し
て
使
用
さ
れ
る
わ
け
で
あ
り
、
い
か
に
も

不
自
然
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
従
来
と
も
、
雑
令
の
規
定
に
あ
る
三
〇
〇
歩
一
璽
す
な
わ
ち
五
町
一
里
の
ほ
か
に
、
六
町
一
里
の
単
位
が
存
在
し

た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。
藤
田
元
春
に
よ
る
と
そ
の
初
見
は
弘
仁
九
年
（
八
一
八
）
の
こ
と
で
あ
る
と
さ
れ
る
が
、
こ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

は
同
時
に
条
里
プ
ラ
ン
の
里
の
一
辺
、
す
な
わ
ち
三
六
〇
歩
を
一
里
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
点
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
た
い
。
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目代中繍および律令期日本における土地表示法（金田）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
き
て
、
雑
令
の
「
度
地
以
五
尺
爲
歩
」
と
の
規
定
は
、
　
『
令
集
解
』
の
引
用
に
よ
れ
ば
、
和
銅
六
年
（
七
一
三
）
二
月
十
九
日
格
に
よ
っ
て
、

「
度
レ
地
煙
ニ
ハ
尺
㎜
爲
レ
歩
」
と
改
め
ら
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
引
用
は
さ
ら
に
「
幡
」
説
が
「
令
以
二
五
尺
一
爲
レ
亡
者
、
是
高
麗
法
用
爲
二
度
レ

地
響
ワ
便
」
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
令
の
五
尺
と
い
う
の
は
高
麗
尺
の
五
尺
で
あ
り
、
「
大
六
尺
」
す
な
わ
ち
唐
大
尺
の
六
尺
に
柑
属
す
る
長

さ
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
高
麗
尺
を
用
い
て
い
た
度
地
尺
を
唐
大
尺
に
改
め
た
が
、
高
麗
尺
五
尺
と
唐
大
尺
六
尺
は
同
一

の
長
さ
で
あ
り
、
歩
の
長
さ
そ
の
も
の
は
変
ら
な
か
っ
た
と
の
解
釈
で
あ
り
、
現
在
で
も
同
様
に
考
え
ら
れ
て
い
る
。
前
述
の
令
の
規
定
の
三

〇
〇
歩
一
里
と
条
里
プ
ラ
ン
の
里
の
一
辺
三
六
〇
歩
と
は
、
　
一
対
一
、
二
（
五
対
六
）
の
関
係
と
な
り
、
五
町
一
里
と
六
町
一
里
は
そ
の
ま
ま
一

里
の
長
さ
の
違
い
を
示
す
こ
と
に
な
る
。

　
右
の
よ
う
な
高
麗
尺
か
ら
唐
の
大
尺
へ
の
転
換
を
掲
示
し
た
和
銅
六
年
二
月
十
九
日
格
と
い
う
の
は
、
　
『
続
日
本
紀
』
の
同
年
月
同
日
の
条

に
「
始
舗
二
度
量
至
心
義
倉
等
類
五
條
魚
船
善
玉
二
別
格
ご
と
記
さ
れ
て
い
る
「
別
格
」
の
こ
と
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

格
の
全
文
は
伝
わ
ら
ず
、
わ
ず
か
に
集
解
の
引
用
と
し
て
、
右
の
「
度
地
以
六
尺
爲
歩
」
及
び
「
庸
布
以
二
丁
成
駒
長
二
丈
六
尺
」
、
「
計
資
財

　
　
　
　
　
　
⑳

定
九
等
戸
品
唐
事
」
の
三
断
片
が
知
ら
れ
る
の
み
で
あ
る
。
雑
令
の
沸
騰
規
定
は
前
述
の
よ
う
に
「
以
五
尺
爲
歩
、
三
百
歩
爲
里
」
と
、
歩
の

規
定
と
里
の
規
定
の
二
節
か
ら
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
和
銅
六
年
の
「
度
量
」
等
の
「
別
格
」
も
ま
た
、
里
に
関
す
る
改
訂
を
も
含

ん
で
い
た
可
能
性
が
あ
る
。
し
か
し
、
集
解
の
田
長
条
で
は
、
　
「
別
格
」
に
里
に
関
す
る
部
分
が
あ
っ
た
と
し
て
も
引
用
の
必
要
が
な
く
、
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

た
、
あ
っ
た
と
す
れ
ば
当
然
引
用
さ
れ
て
い
る
べ
き
雑
令
の
部
分
は
、
集
解
自
体
が
伝
わ
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
夏
着
に
目
を
転
じ
て
み
た
い
。
仁
井
田
陞
の
復
元
に
よ
れ
ば
、
武
徳
令
、
開
元
七
年
令
の
雑
令
に
は
「
諸
警
世
、
以
五
尺
爲
一
歩
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

三
百
六
十
歩
爲
一
里
」
と
い
う
規
定
が
あ
っ
た
。
日
本
令
は
、
前
述
の
集
解
に
も
記
す
よ
う
に
度
地
尺
に
つ
い
て
は
高
麗
尺
を
採
用
し
て
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

唐
尺
を
用
い
て
い
な
か
っ
た
。
そ
れ
を
和
銅
六
年
の
格
で
唐
尺
に
転
換
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
際
に
唐
画
の
規
定
に
戻
っ
て
三
六
〇
歩
を

里
と
し
た
可
能
性
が
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
和
銅
六
年
の
格
に
度
地
尺
の
単
位
の
里
に
関
す
る
条
文
が
含
ま
れ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ

は
改
訂
で
あ
る
か
ら
当
然
三
〇
〇
歩
一
里
で
は
な
く
、
三
〇
〇
歩
一
里
で
な
い
と
す
れ
ば
唐
令
に
従
っ
た
三
六
〇
歩
一
里
の
ほ
か
に
は
考
え
難
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い
こ
と
に
な
る
。
や
二
憶
測
が
過
ぎ
る
と
は
思
う
が
、
和
銅
六
年
の
格
に
よ
る
度
地
尺
の
唐
尺
へ
の
転
換
に
と
も
な
っ
て
、
大
宝
令
の
三
〇
〇

歩
一
里
か
ら
、
唐
令
の
よ
う
な
三
六
〇
歩
一
里
へ
と
転
換
し
た
可
能
性
を
提
示
し
て
お
き
た
い
と
思
う
。

　
こ
の
提
示
に
は
し
か
し
、
同
時
に
や
二
否
定
的
な
資
料
が
あ
る
こ
と
も
付
言
し
て
お
か
ね
ぱ
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
『
出
雲
国
風
土
記
』
の
里

程
で
あ
り
、
和
銅
六
年
の
勅
に
よ
っ
て
言
上
が
命
ぜ
ら
れ
た
同
書
で
は
、
里
以
下
の
歩
の
数
値
が
す
べ
て
三
〇
〇
以
下
で
あ
り
、
三
〇
〇
歩
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

一
里
と
す
る
単
位
に
よ
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
は
右
の
よ
う
な
格
に
よ
る
用
尺
の
転
換
が
、
す
ぐ
に
は
実
際
の

使
用
の
す
べ
て
を
変
え
る
こ
と
が
で
き
ず
、
そ
の
現
実
的
な
流
布
に
は
若
干
の
時
間
を
要
し
た
か
、
ま
た
は
度
地
尺
の
改
訂
が
す
ぐ
に
は
里
程

に
ま
で
及
ば
な
か
っ
た
と
す
る
こ
と
な
ど
で
一
応
の
説
明
が
可
能
で
あ
る
。

　
い
ず
れ
に
し
ろ
、
こ
の
よ
う
に
和
銅
年
間
頃
以
後
に
お
け
る
三
六
〇
歩
一
里
の
蔭
地
尺
の
単
位
の
存
在
を
推
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
条
里

プ
ラ
ン
の
里
が
そ
の
里
を
基
準
と
し
て
設
定
さ
れ
た
可
能
性
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
度
地
尺
の
一
里
を
条
里
プ
ラ
ン
の
里
の
区
画
の
一
辺

と
す
る
方
法
、
す
な
わ
ち
条
里
地
割
の
一
辺
六
〇
歩
の
基
本
区
画
を
縦
横
各
六
個
つ
つ
編
成
し
て
条
里
呼
称
法
の
里
と
す
る
方
法
は
、
極
め
て

単
純
・
明
解
で
あ
り
、
そ
の
後
の
広
範
囲
に
及
ぶ
条
黒
プ
ラ
ン
の
展
開
と
定
着
に
も
よ
く
な
じ
ん
だ
も
の
と
推
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
和
銅
六

年
の
格
は
唐
令
風
の
属
地
尺
の
規
定
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
れ
を
適
用
し
た
素
本
の
条
里
プ
ラ
ン
は
、
全
く
独
自
の
展
開
を
示
す
こ
と
に
な
る
。

条
里
プ
ラ
ン
の
里
と
距
離
の
里
と
を
結
び
つ
け
る
こ
と
に
な
る
こ
の
よ
う
な
推
定
は
結
果
的
に
、
か
つ
て
米
倉
二
郎
が
想
定
し
た
こ
と
の
一
部

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

を
想
起
さ
せ
る
も
の
で
も
あ
る
。
ま
た
、
　
『
周
礼
』
の
井
照
制
の
九
区
画
か
ら
な
る
井
を
四
倍
に
し
た
邑
が
計
三
十
六
区
画
の
正
方
形
と
な
る

こ
と
も
想
起
し
て
お
き
た
い
。

　
さ
て
、
こ
れ
ま
で
検
討
し
て
き
た
よ
う
に
、
条
坊
呼
称
法
も
条
里
呼
称
法
も
、
・
八
世
紀
以
来
の
日
本
に
内
在
あ
る
い
は
自
生
し
た
状
況
に
対

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

応
ず
べ
く
変
容
を
と
げ
な
が
ら
、
次
第
に
そ
の
完
成
度
を
高
め
て
き
た
。
い
ず
れ
も
中
国
か
ら
直
輸
入
し
て
そ
の
ま
ま
適
用
し
た
シ
ス
テ
ム
で

は
な
く
、
少
な
く
と
も
唐
車
中
国
で
一
般
的
に
使
用
さ
れ
て
い
た
土
地
表
示
法
と
は
全
く
異
な
る
。
そ
の
萌
芽
が
中
国
に
あ
っ
た
可
能
性
を
否

定
す
べ
き
根
拠
は
な
い
が
、
律
令
期
の
日
本
に
お
い
て
相
互
に
並
行
的
な
プ
ロ
セ
ス
を
た
ど
り
な
が
ら
完
成
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
統
一
的

42　（340）



唐代中国および律令期日本における土地表示法（金田）

・
機
械
的
な
条
坊
・
条
里
呼
称
法
は
、
唐
代
中
国
に
は
存
在
し
な
か
っ
た
状
況
に
対
応
し
て
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
従
っ
て
そ
の
結
果
唐

代
中
国
に
は
存
在
し
な
か
っ
た
影
響
力
を
有
し
た
と
思
わ
れ
る
。
条
坊
呼
称
法
は
、
次
第
に
均
一
化
・
圃
一
化
を
進
め
る
都
城
プ
ラ
ン
に
対
応

し
て
、
次
第
に
統
一
的
・
機
械
的
性
格
を
強
め
た
。
条
里
呼
称
法
に
つ
い
て
も
、
永
徽
律
令
を
は
じ
め
階
唐
の
律
令
を
継
受
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
成
立
し
た
日
本
令
と
、
そ
れ
に
も
と
づ
い
て
実
施
さ
れ
た
班
田
収
授
の
た
め
の
み
な
ら
ず
、
土
地
関
係
の
記
録
・
確
認
・
峻
別
等
の
た
め
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

こ
そ
大
き
な
役
割
を
果
た
し
得
た
と
考
え
た
前
稿
の
推
定
と
も
矛
盾
し
な
い
。
統
一
的
・
機
械
的
な
条
里
呼
称
法
が
規
則
的
な
条
里
地
割
の
存

在
と
あ
い
ま
っ
て
次
第
に
完
成
・
定
着
度
を
高
め
る
こ
と
に
よ
り
、
一
方
で
は
そ
の
外
縁
的
拡
大
と
既
施
行
部
分
の
固
定
化
を
支
持
す
る
こ
と

に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
し
、
ひ
い
て
は
巻
本
に
お
け
る
条
里
プ
ラ
ン
の
広
範
囲
に
お
よ
ぶ
展
開
と
定
着
に
寄
与
し
た
と
思
わ
れ
る
。

　
小
稿
で
の
検
討
は
、
予
備
的
・
初
歩
的
な
段
階
を
越
え
る
も
の
で
は
な
い
が
、
検
討
結
果
か
ら
右
の
よ
う
な
見
通
し
を
得
る
こ
と
は
で
き
よ

、
つ
。③

　
律
令
期
の
条
黒
呼
称
法
が
完
成
し
た
後
に
も
、
そ
れ
に
よ
っ
て
表
示
し
た
上
で
、

　
さ
ら
に
四
至
を
記
入
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
そ
の
最
大
の
理
由
は
、
条
里
の
坪

　
内
の
位
置
の
説
明
と
所
有
界
の
確
認
の
た
め
で
あ
ろ
う
。
坪
内
に
つ
い
て
も
方
位

　
等
に
よ
っ
て
表
示
す
る
場
倉
も
あ
っ
た
。
服
部
昌
之
が
坪
内
地
割
の
持
続
性
を
検

　
宣
す
る
た
め
に
あ
げ
た
事
例
が
、
そ
の
ま
ま
こ
の
方
法
の
事
例
集
と
な
る
　
（
「
条

　
里
制
研
究
の
現
状
と
問
題
点
」
　
『
条
里
制
の
諸
問
頴
…
正
－
条
里
制
研
究
会
記
録

　
1
1
』
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
、
一
九
八
二
年
）
。

②
金
賑
、
前
掲
一
①

③
岸
俊
男
「
奈
良
時
代
の
賃
租
に
関
す
る
一
史
料
」
（
『
ヒ
ス
ト
リ
ア
』
一
二
、

　
一
九
五
五
年
）
、
に
よ
る
。

④
　
『
大
日
本
古
文
書
』
家
わ
け
十
八
、
東
大
寺
文
諮
三
、
五
五
～
五
七
頁

⑥
　
時
代
は
下
が
る
が
次
の
よ
う
な
例
が
あ
っ
て
、
あ
る
種
の
機
械
的
な
土
地
表
示

　
シ
ス
テ
ム
の
存
在
を
推
定
さ
せ
る
。

　
　
宋
紹
興
一
一
八
年
（
一
一
五
八
）
澱
山
普
光
王
寺
捨
田
碑
（
仁
井
田
、
前
掲
二
⑰
、

　
　
　
一
一
二
一
～
二
二
二
頁
）

係
三
＋
三
號
璽
夏
敵
蕎
二
＋
歩
、
謙
第
璽
華
言
鑓
薇

　
す
な
わ
ち
、
数
詞
の
格
、
数
詞
の
行
な
ど
に
よ
る
蓑
示
法
が
あ
っ
た
も
の
の
よ
う

　
で
あ
る
。
場
所
は
「
平
江
府
尭
山
縣
涌
川
郷
」
あ
た
り
、
現
在
の
上
海
北
西
方
約

　
五
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
付
近
（
『
ア
ジ
ア
歴
史
地
図
』
前
掲
二
⑪
、
七
一
頁
）
の
こ

　
と
で
あ
る
。

⑥
金
田
、
前
掲
一
①

⑦
圖
の
事
例
は
す
で
に
前
掲
（
前
掲
一
①
）
で
指
摘
し
た
が
、
ω
は
そ
の
後
服
部

　
愚
之
報
告
（
前
掲
①
）
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
例
、
吻
は
栄
原
永
遠
男
氏
の
御
教
示

　
に
よ
っ
て
存
在
を
知
っ
た
例
で
あ
る
。

⑧
『
大
日
本
古
文
書
』
家
わ
け
十
八
、
東
大
寺
文
書
二
、
　
八
七
～
二
四
四
頁

⑨
前
掲
⑦
、
五
四
三
頁

⑩
『
平
安
遺
文
』
＝
二
号

⑪
『
平
安
遺
文
』
五
〇
五
七
号
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⑫
以
上
の
越
前
国
に
お
け
る
事
例
の
ほ
か
、
天
平
二
〇
年
（
七
四
八
）
の
弘
福
寺

　
三
綱
牒
（
『
大
日
本
古
文
書
』
編
年
三
、
四
一
～
四
八
頁
）
に
も
坊
の
用
例
が
み

　
え
る
。
同
文
書
が
さ
ま
ざ
ま
な
疑
問
を
有
す
る
偽
文
書
の
可
能
性
の
高
い
も
の
で

　
あ
る
こ
と
は
先
に
述
べ
た
（
前
掲
一
①
）
が
、
偽
文
書
で
は
あ
っ
て
も
、
奈
良
時

　
代
に
最
小
区
画
を
坊
と
呼
ぶ
と
い
う
認
識
を
知
っ
た
上
で
の
表
現
と
す
れ
ば
、
や

　
は
り
一
資
料
と
は
な
り
得
る
。
ま
た
後
面
⑮
の
よ
う
に
平
城
京
内
で
も
坪
に
あ
た

　
る
区
画
を
坊
と
表
現
し
て
い
る
例
が
あ
る
。

　
　
こ
の
弘
福
寺
領
坪
付
に
み
え
る
「
坊
」
に
つ
い
て
は
、
か
つ
て
横
山
有
清
（
『
目

　
本
田
制
史
』
大
岡
山
書
店
、
一
九
二
六
年
復
刻
、
二
～
八
頁
）
に
よ
っ
て
、
　
「
坊

　
と
い
え
る
は
坪
の
こ
と
な
り
」
、
と
さ
れ
て
い
る
。

⑬
金
田
前
掲
一
①

⑭
平
誠
京
に
お
け
る
「
数
詞
条
＋
数
詞
坊
」
と
い
う
様
式
と
、
条
里
プ
ラ
ン
に
お

　
け
る
里
の
確
定
な
ら
び
に
そ
の
内
部
の
「
条
里
坪
番
号
＋
小
字
地
名
的
名
称
」
に

　
よ
る
表
示
と
の
前
後
関
係
。

⑯
　
奈
良
時
代
の
平
城
京
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
坪
に
相
当
す
る
区
画
（
大
井
重

　
二
郎
、
前
掲
四
⑳
、
七
穴
～
七
七
頁
）
を
坊
と
表
現
し
て
い
る
例
が
あ
る
。

　
　
天
平
勝
宝
八
歳
（
七
五
六
）
東
大
寺
宮
宅
田
園
施
入
勅
（
『
大
日
本
古
文
書

　
　
　
編
年
四
』
、
　
一
一
八
頁
）

　
五
条
六
坊
園
　
葛
木
寺
以
東

　
　
地
難
坊
　
坊
別
一
町
二
段
甘
四
歩

　
　
　
塁
瀧
鐵
類
鑓
酵
嚢
栞
寺

　
こ
の
例
も
ま
た
、
こ
の
時
期
に
最
小
区
画
を
坊
と
表
現
し
て
い
る
例
で
あ
り
、
さ

　
ら
に
検
討
を
必
要
と
す
る
。
平
城
京
の
構
内
都
の
坪
に
対
す
る
番
号
が
付
さ
れ
る

　
か
、
ま
た
は
定
着
す
る
プ
．
ロ
セ
ス
と
か
か
わ
る
可
能
性
も
あ
る
。

⑯
　
平
城
京
に
つ
い
て
は
、
前
掲
四
⑲
お
よ
び
⑮
の
よ
う
な
用
例
が
あ
る
こ
と
、
条

　
里
呼
称
法
に
つ
い
て
も
時
代
的
変
化
、
地
域
的
差
異
が
あ
る
（
前
掲
一
①
）
。

⑰
　
こ
の
よ
う
な
使
い
わ
け
を
前
提
と
す
れ
ば
、
次
の
よ
う
な
可
能
性
が
導
き
出
せ

　
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
平
城
京
に
お
い
て
最
小
区
画
を
坪
と
称
し
て
い
た

　
時
点
に
お
い
て
は
、
条
里
プ
ラ
ン
や
時
に
平
城
京
域
内
で
も
最
小
区
画
を
坊
と
呼

　
ん
で
い
た
例
が
あ
り
、
平
安
時
代
に
入
っ
て
平
安
京
で
町
の
語
が
採
用
さ
れ
る
と
、

　
条
里
プ
ラ
ン
に
お
い
て
は
、
や
が
て
田
園
化
し
た
平
城
京
域
と
共
に
坪
の
語
で
最

　
小
区
画
を
示
す
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
過
程
は
条
黒
プ
ラ
ン
の
完
成
・
定
着
プ
ロ

　
セ
ス
と
も
矛
盾
せ
ず
、
ま
た
前
掲
の
よ
う
な
平
安
時
代
に
平
城
京
域
の
区
颪
を
町

　
と
呼
ん
だ
事
例
が
存
在
す
る
こ
と
と
も
合
致
す
ろ
。

⑱
　
例
え
ば
、
日
本
の
都
城
に
お
け
る
坊
令
は
、
命
令
に
も
あ
る
よ
う
に
四
区
画
の

　
坊
ご
と
に
設
定
さ
れ
て
い
る
。
坊
堵
・
坊
垣
で
と
り
囲
ま
れ
、
坊
門
を
設
け
、
坊

　
内
に
五
〇
〇
〇
余
家
を
擁
し
た
長
安
域
の
場
合
と
は
大
き
な
違
い
が
あ
る
（
日
比

　
野
丈
夫
『
麟
説
中
国
の
歴
史
4
』
講
談
社
、
一
九
七
七
年
、
一
三
四
～
＝
二
七
頁
、

　
室
永
芳
三
『
大
都
長
安
』
教
育
社
、
一
九
八
一
一
年
、
二
〇
～
船
囲
、
一
〇
一
～
一

　
｝
六
頁
）
。

⑲
矢
守
一
彦
『
都
市
図
の
歴
史
一
日
本
編
1
』
講
談
社
、
一
九
七
四
年
、

　
一
九
〇
～
一
九
一
頁

⑳
仁
井
田
、
前
掲
一
④
　
二
一
四
～
二
一
六
頁

⑳
藤
田
元
春
、
『
尺
度
綜
考
』
刀
江
書
院
、
一
九
二
九
年
、
一
四
五
～
一
五
三
頁

　
　
ま
た
、
小
泉
袈
裟
勝
（
『
も
の
さ
し
』
法
政
大
学
出
版
局
、
　
一
九
七
七
年
、
　
一

　
八
四
～
一
八
七
頁
）
や
橋
本
万
平
（
『
計
測
の
文
化
史
』
覇
臼
新
聞
社
、
　
一
九
八

　
二
年
、
　
一
〇
賜
～
一
一
〇
頁
）
も
、
穴
町
一
里
の
起
源
を
条
里
プ
ラ
ン
に
か
か
わ

　
る
と
す
る
以
上
の
説
明
を
し
て
い
な
い
。

⑫
　
「
古
記
」
説
中
の
引
用
、
「
幡
」
説
は
古
記
の
引
用
で
あ
る
。
　
「
育
記
」
が
天

　
平
十
年
（
七
三
八
）
ご
ろ
も
し
く
は
そ
れ
よ
り
少
し
前
の
成
立
と
い
う
か
ら
（
井

　
上
、
前
掲
一
⑧
）
、
　
「
幡
」
説
も
そ
れ
以
前
と
な
る
。

　
　
和
銅
六
年
の
改
訂
に
つ
い
て
は
、
早
く
横
山
由
清
に
よ
っ
て
論
ぜ
ら
れ
て
い
る

　
（
前
掲
⑫
、
…
九
七
～
二
〇
〇
、
一
～
三
州
～
二
三
六
頁
）
。

＠
　
　
『
令
集
解
』
賦
役
令
、
歳
役
条
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＠
　
同
前
、
義
倉
条

⑮
井
上
・
関
・
土
田
・
青
木
編
、
『
律
令
』
、
前
掲
一
⑪
、
六
九
五
頁

　
　
ま
た
、
厩
牧
令
に
は
「
毎
二
滑
黒
”
澱
二
一
駅
∵
」
の
規
定
が
あ
る
か
ら
、
こ
こ
に

　
も
引
用
の
可
能
性
が
あ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
集
解
は
駅
間
距
離
に
つ
い
て
は
全
く

　
ふ
れ
て
い
な
い
、
駅
の
配
置
そ
の
も
の
が
基
本
的
に
終
了
し
て
い
る
わ
け
で
あ
り
、

　
ま
た
、
も
と
も
と
令
に
「
随
レ
便
安
置
、
不
レ
限
二
里
数
一
」
と
し
て
い
る
わ
け
だ
か

　
ら
、
法
律
家
が
関
心
を
示
す
余
地
が
な
い
の
で
あ
ろ
う
。

⑳
　
仁
井
田
、
前
掲
一
④
、
八
四
六
～
八
糊
七
頁
、
日
本
令
の
基
本
と
な
っ
た
と
考

　
え
ら
れ
て
い
る
永
徽
令
は
不
明
で
あ
る
が
、
そ
れ
以
前
の
令
も
以
後
の
令
も
同
文

　
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。

⑳
　
和
銅
六
年
は
平
城
遷
都
以
後
で
あ
る
が
、
前
述
の
よ
う
に
（
注
四
⑮
）
、
藤
原

　
京
で
は
高
麗
尺
、
平
誠
京
で
は
唐
尺
が
用
い
ら
れ
て
い
た
。

⑱
　
橋
本
、
前
掲
⑳
　
一
一
｝
～
＝
七
頁

　
　
秋
本
吉
郎
校
注
　
『
環
塞
古
典
文
学
大
系
2
、
風
土
記
』
岩
波
書
店
、
一
九
五

付
記

　
八
年
、
九
四
頁

⑲
　
米
倉
二
郎
　
　
「
農
村
計
画
と
し
て
の
条
里
調
－
我
国
中
古
の
村
落
と
其
耕
地

　
1
」
　
（
『
地
理
論
叢
』
一
）
、
一
九
三
二
年
、
で
は
条
里
プ
ラ
ン
の
里
が
、
村
落

　
制
度
上
の
里
、
お
よ
び
距
離
の
里
と
嗣
一
の
も
の
で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
て
い
る

　
が
、
こ
れ
が
そ
の
ま
ま
成
立
し
な
い
こ
と
は
、
筆
蓋
も
す
で
に
論
述
し
た
（
「
奈

　
良
・
平
安
期
の
村
落
形
態
に
つ
い
て
」
　
『
史
林
』
五
四
－
三
、
一
九
七
　
年
、
お

　
よ
び
前
掲
一
①
）
。
米
倉
論
文
に
お
い
て
は
、
距
離
の
里
に
つ
い
て
の
検
討
は
な

　
さ
れ
て
お
ら
ず
、
藤
田
元
春
（
前
掲
⑳
）
に
よ
っ
て
い
る
。

⑳
矢
守
一
彦
（
前
掲
⑲
一
九
三
頁
）
は
、
「
平
安
京
は
、
平
城
京
と
同
じ
く
唐
の

　
長
安
を
模
し
な
が
ら
も
、
造
型
的
原
理
に
お
い
て
、
よ
り
日
本
的
な
平
面
性
・
羅

　
列
性
に
つ
ら
ぬ
か
れ
て
い
た
」
、
と
し
て
い
る
が
、
こ
れ
も
同
一
事
実
の
解
釈
と

　
理
解
さ
れ
る
。

⑳
金
田
、
前
掲
一
①

　
小
稿
は
、
昭
和
五
十
七
年
五
月
十
五
日
の
追
手
門
学
院
大
学
東
洋
文
化
研
究
会
の
研
究
例
会
に
お
い
て
発
表
し
た
内
容
を
成
文
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
発

表
の
折
お
よ
び
成
文
化
の
際
に
御
教
示
い
た
だ
い
た
追
手
門
学
院
大
学
今
井
宇
三
郎
・
小
畑
龍
雄
濁
教
授
、
京
都
大
学
水
津
一
朗
教
授
、
足
利
健
亮
助
教
授
、

奈
良
女
子
大
学
船
越
昭
生
教
授
、
大
阪
市
立
大
学
栄
原
永
遠
男
氏
に
深
謝
致
し
ま
す
。
ま
た
、
福
井
大
学
林
和
生
氏
に
も
文
献
の
御
教
示
を
得
た
こ
と
に
対

し
て
御
礼
申
し
上
げ
た
い
。
な
お
、
小
稿
の
作
製
に
際
し
て
は
、
昭
和
五
十
六
年
度
文
部
省
科
学
研
究
費
一
般
A
（
代
表
者
今
井
宇
三
郎
、
　
「
唐
宋
思
想
文

化
の
総
合
的
研
究
」
）
お
よ
び
昭
和
五
十
七
年
度
同
一
般
B
（
代
表
者
足
利
健
亮
、
「
計
画
古
地
割
及
び
計
画
古
道
の
比
較
歴
史
地
理
学
的
研
究
」
）
の
一
部

を
使
用
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
追
手
門
学
院
大
学
文
学
部
助
教
授
　
大
津

45 （343）



Place　lndication　Systems　and　Land　Planning

of　RitsasNo律令Period　in　China　and　Japan

by

Akihiro　Kinda

　　The　place　indication　systems　of　China　in　Tang唐Period　are　known

by　documeRts　found　in　1）％痂％α，zg敦燵and　Tulufa72吐魯蕃．；many．fields

were　generally　indicated　by　the　administrative　units　such　as　xian．

xiang・ri県・郷・里or　by　the　proper　names　of　eun村or　qu渠．　Their

boundaries　were　fixed　by　showing　directions．　ln　many　cases，　in　ad－

ditioR　to　them，　the　direction　and　the　distance　from　zhouxiangcheng州

県城（the　prefectural　palace）or　others　were　written．　In　such　cities，

asエ）％olらθ％9都城　（the　capital）or　zhouxzangcheng，　places　Were　indic’ated

by　fang坊，　each　of　which　had　its　proper　name．　Furthermore　withln

ノ伽9坊the　direction　from勿。角・ツ％隅（corner），　men門（gate）

and　3勉9班θ十字街（cross－road）　showed　the　location．

　　In　Japan　the　case　is　different．　ln　the　inclication　systems　of　Heij’o一

丁o平誠京，wh2ch　were　different　from　those　of　F勿伽αアα一三。藤原京，

the　indication　was　made　byろδ坊that　was　sta且dardized　with　number，

In　bδ坊，　still　more，　the　positio龍was　shown　by　number．　Later，　in

Heia・n一妙。平安京，　the　un燈cation　was　more　fu晦advanced　as　to　the

indication．systems　with　bδ坊and　jo条，．as　well　as　the　internal　divi－

sions　withiR　bδ坊；the　numbered　indication　went　into　cho町．　Such

a　mechanicai　indication　with　number　was　introduced　and　established

similarly　to　the　indication　systems　ofブ。短条．里，　which　I　made　clear

before．　Both　of　them　were　quite　distinct　from　the　general　indication

systems呈n勲銘9唐。
　　The　systems　which　were　so　mechanically　standardized　ln　Japan　were

not　imported　as　they　were　in　Chlna　but　were　advanced　according　to

Japanese　conditions　from　eighth　century．　Except　for　the　indication

within　bb　；ij　of　the　capital，　it　was　sure　that　the　indication　of　terms

ブ。条and　6δ坊preceded　that　ofブ。条and　ri里．　But　it　may　be

possible　that　the　section　of　ri里魚the　planning　ofブ。条aAd　ri里

had　its　standard　in　ri　as　distance－unit　fixed　after　the　reform　of

measuring　in　凧ado和銅Period．
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